
336 270 1 66

6 6 1

6 6

11 9 2

92 78 14

77 51 26

144 120 24

108 99 9

444 369 1 75

（第28回都区のあり方検討委員会幹事会まで）
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①

⑤
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⑥

④

184

<10>     

37
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区　　　分

一般には市に属する事務で、法令に
より都が処理することとされている事務

上記以外の府県事務

府県事務で、他府県において事務処
理特例制度により市が処理している事
務

 法律により一定の要件を満たす市が
処理できることとされている事務で、特
別区は一定の要件を満たす市には含
まれていないもの

法律により一定の要件を満たす市が
処理できることとされている事務で、特
別区は一定の要件を満たす市には含
まれているものの、政令により具体の
指定を受けていない事務

建築主事設置市及び保健所設置市
の事務で、法令により都が処理するこ
ととされている事務

③

都区の事務配分に関する検討状況

53 122

<5>      

 検討
対象
項目

1　法令に基づく事務

H23.1.19 現在

方向性
整理

合　　　計

2　任意共管事務

53

<5>      

その他

（注）・<　>の数字は、「是非の検討」とした事務を含む項目の数を内書き。
　　　・「区」は、「区へ移管する方向で検討する」と整理した事務。
　　　・「役割の検討」は、「都区の役割を見直す方向で検討する」と整理した事務。
　　　・「是非の検討」は、「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討する」と整理した事務。
　　　・「都」は、「都に残す方向で検討する」と整理した事務。
　　　・「その他」は、「税財政制度のあり方」に係る課題として整理した事務。

都区

検討
対象外
と整理

 是非の
検討

 役割の
検討



区 役割 是非 都 その他 対象外

青少年・治安対策本部 1 1

総務局 11 2 1 7 1

財務局 1 1

主税局 2 1 1

生活文化局（ｽﾎﾟｰﾂ振興局） 22 3 7 11 1

都市整備局 57 10 10 12 14 11

環境局 47 8 1 13 18 7

福祉保健局 90 22 1 17 37 13

産業労働局 57 4 1 8 23 21

中央卸売市場 2 1 1

建設局 23 1 15 3 4

港湾局 3 1 2

水道局 1 1

下水道局 1 1

教育庁 13 5 1 5 2

選挙管理委員会事務局 1 1

東京消防庁 1 1

警視庁 3 2 1

合　　　　　計 336 53 30 64 122 1 66

次頁以降の網掛けの色の分類

≪　法　令　事　務　≫

　この資料は、平成１９年１１月の第７回幹事会から平成２１年７月の第２２
回幹事会までの検討と、平成２３年１月の第２８回幹事会で検討された「法令
事務（①～⑥の事務：法令により実施主体が定めれられている事務）」３３６
項目について、検討結果の概要を取りまとめたものです。

（参考）都の局別検討状況

所管 計

１「水色」　は、「区へ移管する方向で検討する」と整理した事務。

４「緑色」　は、「都に残す方向で検討する」と整理した事務。

６「赤色」　は、「検討対象外」として整理した事務。

２「黄色」　は、「都区の役割を見直す方向で検討する」と整理した事務。

３「黄色」　は、「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討する」と整理した事務。

５「黄色」　は、「税財政制度のあり方」に係る課題として整理した事務。

「水色」

「緑色」

「赤色」

「黄色」

「紫色」

「橙色」
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都 区 結果

① - 1
都市計画決定に関する事務（特定街区で面
積が１ｈａを超えるものなど）
（都市計画法、同法施行令）

都市整備局
８回
14回

(1) 大規模な特定街区に関する都市計画決定
特定街区で面積が１haを超えるものに
関する都市計画決定を行う。

都 区 是非

(2) 水道等に関する都市計画決定
水道、電気供給施設、ガス供給施
設、下水道、市場及びと畜場に関す
る都市計画決定を行う。

都 区 是非

(3)
大規模な再開発等促進区を定める地区計
画等に関する都市計画決定

再開発等促進区を定める地区計画又
は沿道再開発等促進区を定める沿道
地区計画でそれぞれの促進区の面積
が３ヘクタールを超えるものについて
都市計画決定を行う。

都 区 是非

① - 2 上水道の設置・管理に関する事務
（水道法）

水道局
７回
８回
22回

(1)
取水・導水・浄水施設などの設置・維持管理
などに関する事務

都区

(2)
配水施設などの設置・維持管理、料金徴収
などに関する事務

区

① - 3 公共下水道の設置・管理に関する事務
（下水道法、地方自治法の一部を改正する法律）

下水道局
７回
８回
22回

(1)
住民の用に供する下水道（枝線管きょなど）
の設置・管理に関する事務

区

(2)
幹線管きょなど・終末処理場の設置・管理に
関する事務

区

① - 4
感染症の予防・まん延防止に関する事務
（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律）

感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律に基づき、
感染症を予防し、まん延を防止するた
め、生活用水の使用・給水と制限又
は禁止した場合における生活用水の
供給の事務を行う。

福祉保健局
８回
22回

都 区 是非

1 是非

事　務　名

都 是非

1

所管局

①一般には市に属する事務で、法令により都が処理することとされている事務

＜水源～給水所＞
○水道水源林の管理○水源施設の
設置・管理○取水・導水施設の設置・
管理○浄水場の設置・管理○送水施
設の設置・管理○水質管理（水源・浄
水場）
＊水道法で規定する水道用水供給
事業に関する事務を想定
＜給水所～家庭など＞
○給水所の設置・管理○配水施設の
設置・管理○給水装置の検査○水質
管理（給水栓）○水道の使用にかかる
受付（開始・中止）○使用水量の算定
○水道料金、下水道料金の徴収
＊水道法で規定する水道事業（上記
の取水・導水・浄水施設の設置・維持
管理などに関する事務を除く）に関す
る事務を想定

１　法令に基づく事務

1

事　　業　　概　　要
評　　価

幹事会

＜家庭など～幹線管きょ＞
○下水道（枝線管きょなど）の設置・管
理・下水道の再構築、浸水対策、合
流式下水道の改善を含む○排水設
備に関する事務○再生水事業○水
質規制事務○汚水排出量の認定○
下水道料金の徴収
＊下水道法で規定する流域関連公
共下水道に関する事務を想定
＜幹線管きょ～水再生センター＞
○幹線管きょなどの設置・管理○ポン
プ所の設置・管理○水再生センター
の設置・管理○再生水供給施設の設
置・管理○地球温暖化対策
＊下水道法で規定する流域下水道に
関する事務を想定

都

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

① - 5 消防に関する事務
（消防組織法）

東京消防庁 22回

(1) 消防本部に関する事務 区

(2) 消防署に関する事務 区

(3) 消防団に関する事務 区

① - 6

固定資産税、市町村民税法人分、特別土地
保有税、都市計画税及び事業所税の賦課
徴収に関する事務
（地方税法）

主税局 --

② - 1
延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等
の事務
（建築基準法、同法施行令）

都市整備局
８回
14回

1 (1)
延べ面積が１万㎡を超える建築物等に係る
建築主事の事務

延べ面積が１万㎡を超える建築物及
び法律等により都知事の許可を必要
とする建築物又は工作物に係る建築
主事の事務を行う。

都 区 是非

(1)
延べ面積が１万㎡を超える建築物等に係る
特定行政庁の事務

都の建築主事の確認対象となる建築
物等に係る特定行政庁の事務を行
う。

都 区 是非

(2) 中間検査に係る特定工程の指定
中間検査を要する工事の工程の指定
を行う。

都 区 是非

(3) 特殊建築物の敷地の位置の許可
卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処
理施設の用途に供する建築物の敷地
の位置の許可を行う。

都 区 是非

(4)
用途地域の指定のない区域内の建築物に
係る建築制限

用途地域の指定のない区域内の建築
物の容積率、建ぺい率及び各部分の
高さの指定を行う。

都 区 是非

(5) 特例容積率の限度の指定等

住宅用途を含む建築物の容積率の
緩和及び特例容積率適用地区内に
おける建築物の特例容積率の限度の
指定を行う。

都 区 是非

(6) 被災市街地における建築制限等
①被災市街地における建築制限及び
②非常災害時の仮設建築物に対する
制限緩和の対象区域の指定を行う。

都 区 是非

② - 2

食品衛生に関する事務（花き市場除く）
（食品衛生法、地域保健対策強化のための関係法律
の整備に関する法律、地域保健対策強化のための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区
の事務等に関する経過措置に関する政令）

市場内に流通する鮮魚介類、加工
品、青果物等の安全確保を目的とし
て、違反食品や不良食品の製造・流
通を防止するため、監視指導・検査な
どを行う。

福祉保健局
８回
21回

都 区 是非

② - 3

狂犬病予防員の設置、犬の登録、犬の捕獲
などの事務
（狂犬病予防法、地域保健対策強化のための関係法
律の整備に関する法律、地域保健対策強化のため
の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別
区の事務等に関する経過措置に関する政令）

狂犬病の発生を予防し、そのまん延を
防止し、及びこれを撲滅することによ
り、公衆衛生の向上及び公共の福祉
の増進を図るため、犬の抑留処分又
は狂犬病発生時の犬のけい留命令、
けい留されていない犬の薬殺等の措
置を行う。

福祉保健局
８回
21回

区 区 区

1

②建築主事設置市及び保健所設置市の事務で、法令により都が処理することとされている事務

「税財政制度のあり
方」に係る課題とし
て整理したもの。

是非都

消防法、消防組織法に基づき、国民
の生命、身体及び財産を火災から保
護するとともに、水火災又は地震等の
災害を防除し、及びこれらの災害によ
る被害を軽減する。
(1) 消防本部は、消防団の事務を除
き、消防事務を統括する機関である。
(2) 消防署は、火災の予防、警戒、鎮
圧、その他災害の防除及び災害によ
る被害の軽減の活動を第一線に立っ
て行う機関である。
(3) 消防団は、主として火災の予防、
警戒、鎮圧、その他災害の防除及び
災害による被害の軽減の活動に従事
する、自らの意思で参加した住民有
志により組織されている公的機関であ
る。

2

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

② - 4

特定建築物に関する届出受理などの事務
（建築物における衛生的環境の確保に関する法律、
地域保健対策強化のための関係法律の整備に関す
る法律、地域保健対策強化のための関係法律の整
備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関
する経過措置に関する政令）

事務所、店舗、学校、旅館、興行場
等、１１用途の延床面積3,000㎡以上
（学校教育法第１条に規定する学校
は8,000㎡以上）の建築物について、
飲料水、空気環境などの環境衛生上
の維持管理が適正に行われるよう、立
入検査等の監視指導や講習会を行
う。

福祉保健局
８回
21回

都 区 是非

② - 5 と畜場の規制に関する事務
（と畜場法）

と畜場（食用に供する目的で牛、馬、
豚、めん羊、山羊をとさつし、又は解
体するために設置された施設）の設置
の許可、許可の取消しを行う。衛生的
で安全な食肉を消費者に供給するた
めに、獣医師の資格を持つ検査員
が、牛、豚等について１頭ごとに検査
を行い、食肉の適否を判定する。

福祉保健局
８回
21回

都 区 是非

② - 6
引取業者の登録などに関する事務
（使用済自動車の再資源化等に関する法律）
※⑥-33から区分変更

使用済自動車の引取業者・フロン類
回収業者の登録、解体業・破砕業の
許可及び事業者に対する立入検査の
実施等による指導監督を行う。

環境局 21回 都 区 是非

③ - 1
特定計量器に係る定期検査、勧告などに関
する事務
（計量法）

生活文化局 11回

(1) 特定計量器に係る定期検査に関する事務

計量法に基づき、取引、証明に使用
している特定計量器を対象に、定期
的に(質量計（はかり等）は２年に１度、
皮革面積計は１年に１度)検査を行う。

区 区 区

(2) 勧告などに関する事務（立入検査）

計量法に基づき、適正計量の実施に
関する遵守事項及び商品量目等の
違反を是正するために勧告・公表・改
善命令等を行う。

区 区 区

③ - 2
汚水等を排出する特定施設の設置届の受
理などに関する事務
（水質汚濁防止法）

水質汚濁防止法に基づき、排出水の
排出の規制及び水質の汚濁の状況
の監視等を行う。

環境局 11回 区 区 区

③ - 3
ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規
制などに関する事務（工場に係るものを除く）
（大気汚染防止法）

大気汚染防止法に基づき、ばい煙の
排出の規制等、粉じんに関する規
制、大気の汚染の状況の監視等に関
する事務を行う。

環境局 11回 区 区 区

③ - 4

公害防止統括者等の届出の受理などに関
する事務
（特定工場における公害防止組織の整備に関する法
律）

特定工場における公害防止組織の整
備に関する法律に基づき、相当量の
ばい煙・汚水・粉じん・騒音振動・ダイ
オキシン類を発生させる特定事業者
（製造業、電気・ガス・熱供給業）から
の公害防止管理者等の選任届の受
理などに関する事務を行う。

環境局 11回 区 区 区

③ - 5
ダイオキシン類を発生する特定施設の設置
届の受理などに関する事務
（ダイオキシン類対策特別措置法）

ダイオキシン類対策特別措置法に基
づき、ダイオキシン類の排出の規制等
及びダイオキシン類による汚染の状
況に関する調査等に関する事務を行
う。

環境局 11回 区 区 区

③ - 6
土壌汚染状況調査の実施の命令などに関
する事務
（土壌汚染対策法）

土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染
状況調査、指定地域の指定等及び土
壌汚染による健康被害の防止措置に
関する事務を行う。

環境局 11回 区 区 区

③ - 7 犬及びねこの引取りに関する事務
（動物の愛護及び管理に関する法律）

動物の愛護及び管理に関する法律に
基づき、犬及びねこの所有者からの
要請あるいは負傷動物の発見者から
の通報等に基づいて犬及びねこ等を
引取る事務等を行う。

福祉保健局 11回 区 区 区

③法律により一定の要件を満たす市が処理できることとされている事務で、特別区は一定の要件を満たす市には含まれている
ものの、政令により具体の指定を受けていない事務

1

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

③ - 8 診療報酬の審査及び支払などに関する事務
（公害健康被害の補償等に関する法律）

疾病の認定、療養の給付、診療報酬
の審査・支払に関する事務を行う。

福祉保健局 19回

③ - 9

対象建設工事受注者に対する特定建設資
材廃棄物の再資源化等の実施に関する助
言又は勧告などに関する事務
（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）

環境局 15回

1 (1)

対象建設工事受注者に対する特定建設資
材廃棄物の再資源化等の実施に関する助
言又は勧告などに関する事務

建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律に基づき、対象建設工事
における特定建設資材廃棄物の再資
源化等の適正な実施が行われるよう
に、①発注者からの申告の受付、②
工事受注者への助言又は勧告、③工
事受注者への命令、④工事受注者に
対する報告徴収、⑤工事現場等への
立入検査に係る事務を行う。

都 区 是非

2 (1)

対象建設工事受注者などに対する特定建設
資材の分別解体等の実施に関する助言又
は勧告などに関する事務

建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律に基づき、特定の建設資
材について、その分別解体等の適正
な実施が行われるように、①対象建設
工事の届出及び通知の受理、②工事
受注者などへの助言又は勧告、③工
事受注者などへの命令、④工事受注
者などに対する報告徴収、⑤工事現
場等への立入検査に係る事務を行
う。

都 区 是非

③ - 10
（事務を特定する政令が定められていない）
（特定水道利水障害の防止のための水道水源水域
の水質の保全に関する特別措置法）

※事務を特定する政令が定められて
おらず、対象となる事務がない。

環境局 19回

③ - 11 （事務を特定する政令が定められていない）
（屋外広告物法）

※「④-19」と一体的に評価 都市整備局 12回 都 区 是非

④ - 1
児童相談所設置など児童福祉に関する事務
（児童福祉法、少年法、児童虐待の防止等に関する
法律）

福祉保健局 13回

1 (1)

児童福祉に関する審議会その他合議制の
機関（児童福祉審議会）の設置に関する事
務

児童福祉法第８条第１項に基づき設
置した東京都児童福祉審議会の運営
①知事の諮問に答えること②調査審
議した事項について、関係行政機関
に意見を具申すること③個々の児童
福祉行政に関し意見を述べること④
児童福祉文化財につき推薦、勧告す
ること

都 区 是非

2 (1) 児童相談所設置などに関する事務

児童福祉法、少年法、児童虐待の防
止等に関する法律に基づき、児童相
談所の設置を行い、18歳未満の児童
に関する相談及び市町村支援に関す
る事務を行う。

区 区 区

3 (1) 里親の認定などに関する事務

児童福祉法に基づき、里親希望者に
対し、里親として適当であるかを調査
し、適当であるものを里親として認定
する。

区 区 区

4 (1)
児童委員の指揮監督及び研修に関する事
務

児童福祉法に基づき、児童委員の指
揮監督及び研修を行う。

区 区 区

対象外

対象外

④法律により一定の要件を満たす市が処理できることとされている事務で、特別区は一定の要件を満たす市には含まれていな
いもの

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

(1) 指定療育機関の指定などに関する事務

児童福祉法に基づき、結核り患児童
の医療に係る療育の給付事務を委託
する病院（以下「指定療育機関」とい
う。）の指定等を行う。

都 区 是非

(2)
慢性疾患の児童等に対する事業などに関す
る事務

児童福祉法第21条の５の規定に基づ
き、慢性疾患にかかっていることにより
長期にわたり療養を必要とする児童
等の健全な育成を図るため、当該疾
患の治療方法に関する研究に資する
医療の給付を行う。

区 区 区

6 (1)
障害児施設給付費等の支給などに関する事
務

児童福祉法に基づき、障害児施設給
付費、高額障害児施設給付費及び特
定入所障害児食費等給付費並びに
障害児施設医療費の支給を行う。

区 区 区

(1)
児童自立生活援助事業の届出などに関する
事務

児童福祉法に基づき、①児童自立生
活援助事業の届出に関すること、②
児童自立生活援助事業に係る検査
等に関すること、③児童自立生活援
助事業の届出等に関すること制限又
は停止に関すること。

区 区 区

(2)
児童福祉施設の設置の認可などに関する事
務

児童福祉法に基づき、児童福祉施設
の設置の認可を行う。

区 区 区

8 (1)
認可外保育施設への指導監督などに関する
事務

児童福祉法に基づき、認可外保育施
設への指導監督等を行う。

区 区 区

④ - 2 民生委員の推薦など民生委員に関する事務
（民生委員法）

福祉保健局 12回

(1)
民生委員の定数等の決定及び委嘱・解職に
関する推薦などの事務

○民生委員の定数及び民生委員協
議会の区域の決定
○民生委員の委嘱・解嘱に係る推薦
及び具申
○民生委員、民生委員推薦会、民生
委員協議会に関する経費の支出

区 区 区

(2)
民生委員の指揮監督及び指導訓練に関す
る事務

民生委員法に基づき、民生委員の指
揮監督及び指導訓練に関する計画の
樹立・実施を行う。

区 区 区

④ - 3
更生相談所設置など身体障害者の福祉に
関する事務
（身体障害者福祉法）

身体障害者福祉法に基づき、①身体
障害者更生相談所の設置、②身体障
害者相談員への相談、援助の委託③
身体障害者手帳の交付、④盲導犬等
の貸与、⑤身体障害者生活訓練等事
業等に対する監督等を行う。

福祉保健局 13回 都 区 是非

④ - 4 保護施設設置など生活保護に関する事務
（生活保護法）

福祉保健局 12回

(1)
生活保護施設の設置の認可その他の監督
指導及び費用の補助などに関する事務

生活保護法に基づき、生活保護施設
の設置の認可その他の監督指導及び
費用の補助を行う。

区 区 区

(2)
指定医療機関等の指定及び監督等に関す
る事務

生活保護法の規定に基づき、医療扶
助のための医療を担当させる機関、
介護扶助を担当させる機関並びに出
産扶助のための助産を担当する助産
師及び医療扶助のための施術を担当
するあん摩マッサージ指圧師・柔道整
復師等の指定及び監督等を行う。

区 区 区

④ - 5
行旅病人等に関する費用弁償に関する事務
（行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件
（勅令））

「行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁
償ニ関スル件」（勅令）に基づき、区市
町村が行った行旅病人の救護に要し
た費用及び死亡人の埋葬等に要した
費用を弁償する。

福祉保健局 12回 区 区 区

1

1

5

7

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 6
施設届出受理など社会福祉事業に関する事
務
（社会福祉法）

社会福祉法に基づき、第一種社会福
祉事業に係る届出の受理、許可等、
第二種社会福祉事業に係る届出の受
理などに関する事務を行う。

福祉保健局 13回 区 区 区

④ - 7
更生相談所設置など知的障害者の福祉に
関する事務
（知的障害者福祉法）

知的障害者福祉法に基づき、①知的
障害者更生相談所の設置、②知的障
害者相談員への相談、援助の委託等
の事務を行う。

福祉保健局 13回 都 区 是非

④ - 8
資金貸付など母子家庭及び寡婦の福祉に
関する事務
（母子及び寡婦福祉法）

○母子及び寡婦福祉法に基づき、配
偶者のない女子で現に児童を扶養し
ている者又はその扶養している児童
に対し、必要な目的に応じ、母子福祉
資金を貸付けし、償還事務を行う。
○資金の種類（12 種類) 事業開始、
事業継続、技能習得、修業、就職支
度、医療介護、生活、住宅、転宅、結
婚、修学、就学支度

福祉保健局 12回 区 区 区

④ - 9

居宅生活支援事業届出受理など老人福祉
に関する事務
（老人福祉法、地域における公的介護施設等の計画
的な整備等の促進に関する法律）

福祉保健局 12回

(1)
居宅生活支援事業届出受理など老人福祉
に関する事務

老人福祉法に基づき、老人居宅生活
支援事業の開始の届出受理などの事
務を行う。

区 区 区

(2)
老人福祉施設の届出受理など老人福祉に
関する事務

老人福祉法に基づき、老人デイサー
ビスセンター、老人短期入所施設等
の設置の届出受理などの事務を行
う。

区 区 区

④ - 10
指定養育医療機関の指定など母子保健に
関する事務
（母子保健法）

母子保健法に基づき、知事等は開設
者の同意を得て、養育医療を担当さ
せる機関を指定する。

福祉保健局 12回 区 区 区

④ - 11

自立支援医療費の支給等（育成医療及び精
神通院医療）など障害者の自立支援に関す
る事務
（障害者自立支援法）

福祉保健局 13回

(1)
自立支援医療費の支給及び指定自立支援
医療機関の指定等に関する事務

障害者自立支援法に基づき、①自立
支援医療費（育成医療・精神通院医
療）の支給、②自立支援医療機関の
指定等の事務を行う。

都区 区 役割

(2)
障害福祉サービス事業者等からの報告の徴
収等に関する事務

障害者自立支援法に基づき、①地域
生活支援事業の実施に関すること、
②障害福祉サービス事業等の開始、
障害者支援施設の設置等に関するこ
と、③障害福祉サービス事業者等から
の報告の徴収、事業の停止等の事務
を行う。

都 区 是非

④ - 12
食品衛生法に基づく公衆衛生上の措置基
準策定に関する事務
（食品衛生法）

食品衛生法に基づき、公衆衛生上講
ずべき措置の基準を定める条例制定
などの事務を行う。

福祉保健局 18回 都 区 是非

④ - 13
墓地経営の許可など墓地、埋葬等の規制に
関する事務
（墓地、埋葬等に関する法律）

墓地、埋葬等に関する法律に基づ
き、死体の埋葬又は火葬を行う者がな
いとき又は判明しないときは、死亡地
の市町村長が、これを行わなければ
ならない。この場合、費用を都が弁償
する。

福祉保健局 12回 区 区 区

④ - 14
興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制
に関する事務（付加基準の条例化）
（興行場法、旅館業法、公衆浴場法）

興行場、旅館及び公衆浴場の営業に
際し、公衆衛生上必要な制限を付加
する規準を定める。

福祉保健局 19回

1

対象外

1

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 15
精神保健福祉センター設置など精神保健及
び精神障害者の福祉に関する事務
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）

○精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律に基づき、①精神保健福
祉センターの設置、②精神医療審査
会の設置、③指定病院の指定、④精
神障害者等の指定医による診察等、
⑤精神障害者保健福祉手帳の交付
等の事務を行う。
○発達障害者支援法に基づき、発達
障害者支援センターの設置運営（委
託）等の事務を行う。

福祉保健局 12回 都 区 是非

④ - 16

事務費用補助など結核の予防に関する事務
（結核指定医療機関の指定など）
（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律）

感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律に基づき、
結核指定医療機関の指定・指導、結
核指定医療機関の診療報酬の審査・
決定などの事務を行う。

福祉保健局 13回 区 区 区

④ - 17 土地試掘許可など都市計画に関する事務
（都市計画法）

都市整備局 14回

1 (1)
市街地開発事業等予定区域の区域内にお
ける建築等の許可に関する事務

市街地開発事業等予定区域の区域
内において、①土地の形質の変更又
は建築物の建築等に係る許可②国が
行う行為に係る当該国の機関との協
議を行う。

都 区 是非

2 (1)
都市計画施設等の区域内における建築等
の規制に関する事務

都市計画法に基づき、都市計画施設
の区域又は市街地開発事業の施行
区域内における建築等の規制を行
う。

都 区 是非

3 (1)
都市計画事業の施行区域内における建築
等の許可に関する事務

都市計画法に基づき、都市計画事業
施行区域内における、①土地の形質
の変更又は建築物の建築等に係る許
可②事業施行者に対する意見の聴取
③国が行う行為に係る当該国の機関
との協議を行う。

都 区 是非

④ - 18
組合施行者に対する監督など土地区画整理
事業に関する事務
（土地区画整理法）

土地区画整理法に基づき、公共施設
の整備改善及び宅地の利用増進を
図るための土地区画整理事業を、組
合等が施行する場合の事業認可など
に関する事務。

都市整備局 14回 都 区 是非

④ - 19
条例による屋外広告物に関する制限など屋
外広告物の規制に関する事務
（屋外広告物法）

屋外広告物法及び東京都屋外広告
物条例等に基づき、屋外広告物の形
状及び掲出方法についての基準を定
め、その基準に基づき屋外広告物の
許可、指導及び取締りの事務を行う。

都市整備局 12回 都 区 是非

④ - 20
指定区間外国道管理などに関する事務（特
例都道含む）
（道路法）

道路法に基づき、指定区間外国道(特
例都道を含む。）に係る道路区域の決
定･供用開始、築造・維持補修、占用
許可等の道路管理に関する事務を行
う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 21
県費負担教職員の任免、給与決定などに関
する事務
（地方教育行政の組織及び運営に関する法律）

教育庁 15回

1 (1)
県費負担教職員の任免、給与決定などに関
する事務

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律に基づき、県費負担教職員
の任免等に係る事務を行う。

区 区 区

2 (1) 県費負担教職員の研修などに関する事務
地方教育行政の組織及び運営に関
する法律に基づき、県費負担教職員
の研修を行う。

区 区 区

④ - 22 特定工場の新設届出受理などに関する事務
（工場立地法）

工場立地法に基づき、特定工場の新
設、変更の届出等に関する事務を行
う。

産業労働局 13回 区 区 区

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 23
住宅改良区域内の建築行為の許可などに
関する事務
（住宅地区改良法）

住宅地区改良法に基づき、住宅地区
改良事業区域内における建築行為の
許可などに関する事務を行う。

都市整備局 14回 都区 区 役割

④ - 24
保全区域内の建築物新築届出受理などに
関する事務
（首都圏近郊緑地保全法）

近郊緑地保全区域内における建築物
その他の工作物の新築、改築又は増
築等の行為に係る届出受理等に関す
る事務を行う。

環境局 19回

④ - 25
ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規
制などに関する事務
（大気汚染防止法）

大気汚染防止法に基づき、ばい煙の
排出の規制等、粉じんに関する規
制、大気の汚染の状況の監視等に関
する事務を行う。

環境局 11回 区 区 区

④ - 26 再開発事業計画認定などに関する事務
（都市再開発法）

都市再開発法に基づき、土地の合理
的かつ健全な高度利用と都市機能の
更新が必要な区域において、民間事
業者等の活力の一層の活用を図り、
市街地の再開発を促進することを目
的とした、再開発事業計画の認定な
どに関する事務を行う。

都市整備局 14回 都区 区 役割

④ - 27
都市計画施設区域内の土地有償譲渡の届
出受理などに関する事務
（公有地の拡大の推進に関する法律）

公有地の拡大の推進に関する法律に
基づき、都市の健全な発展と秩序ある
整備を促進するため必要な土地の先
買いに関しての届出、申出の受理、
買取協議の通知、買い取らない旨の
通知等の事務を行う。

都市整備局 14回 都 区 是非

④ - 28
保全区域内の建物建築届出受理などに関
する事務
（都市緑地法）

都市緑地法に基づき指定された特別
緑地保全地区における建築物建築、
土地の形質変更等の行為の許可事
務、土地所有者から土地の買い入れ
申し出があった際の土地の買い入れ
等を行う。

環境局 14回 都 区 是非

④ - 29 土地の権利移転届出受理などに関する事務
（国土利用計画法）

国土利用計画法に基づき、土地の有
効利用による適正な土地利用の推進
を実現するため、土地取引の活性化
及び円滑化を図り、合理的な土地取
引規制事務を行う。

都市整備局 14回 都 区 是非

④ - 30
住宅街区整備事業の認可などに関する事務
（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法）

都市整備局 14回

1 (1)
住宅街区整備事業施行地区内における建
築行為等の制限などに関する事務

大都市地域における住宅及び住宅地
の供給の促進に関する特別措置法に
基づく、住宅街区整備事業の認可、
住宅街区整備事業の施行地区内に
おける施行の障害となる建築行為等
の許可などに関する事務

都 区 是非

2 (1)
都心共同住宅供給事業の計画の認定など
に関する事務

大都市地域における住宅及び住宅地
の供給の促進に関する特別措置法に
基づき、事業の実施に関する計画の
認定、同変更認定、認定の取消し、
認定事業者の地位の承継の承認、認
定事業者に対する改善命令等を行
う。

区 区 区

④ - 31
農住組合の土地交換分合計画認可などに
関する事務
（農住組合法）

農住組合法に基づき、農住組合の設
立等に係る各種認可、農住組合の監
督に係る各種事務、事業の実施に伴
う交換分合の認可等を行う。

産業労働局 13回 区 区 区

④ - 32
特定周辺整備地区の指定などに関する事務
（産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進
に関する法律）

産業廃棄物の処理に係る特定施設の
整備の促進に関する法律に基づき、
特定整備地区の指定及び施設整備
方針の策定等を行う。

環境局 15回 都 区 是非

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの

9



都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 33
賃貸住宅の建設・管理に関する計画認定な
どに関する事務
（特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律）

都市整備局 17回

1 (1) 都が事業者を募集した住宅に係るもの

特定優良賃貸住宅の建設・管理の適
正を確保するため、特定優良賃貸住
宅の供給の促進に関する法律に基づ
き、供給計画の認定等を行う。

都 区 是非

2 (1) 区が事業者を募集した住宅に係るもの

特定優良賃貸住宅の建設・管理の適
正を確保するため、特定優良賃貸住
宅の供給の促進に関する法律に基づ
き、供給計画の認定等を行う。

区 区 区

④ - 34
被災市街地復興推進地域内の建築行為許
可などに関する事務
（被災市街地復興特別措置法）

都市整備局 14回

1 (1)
被災市街地復興推進地域内の建築行為許
可などに関する事務

被災市街地復興特別措置法に基づ
き、被災市街地復興推進地域内にお
いて、都市計画に定められた日まで
に、土地の形質の変更又は建築物の
新築、改築若しくは増築をしようとする
者の許可などに関する事務を行う。

都区 区 役割

2 (1)
被災市街地復興推進地域内における監視
区域の指定に関する事務

被災市街地復興特別措置法に基づ
き、被災市街地復興推進地域内にお
いて、地価が急激に上昇した場合等
において、国土利用計画法第２７条の
６第１項の規定により監視区域の指定
に努める。

都 区 是非

④ - 35

防災街区計画整備組合の合併の認可など
に関する事務
（密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律）

密集市街地における防災街区の整備
の促進に関する法律に基づき、防災
街区計画整備組合の合併の認可に
関する事務、防災街区整備事業に関
する事務及び防災都市施設の整備の
ための特別の措置に関する事務を行
う。

都市整備局 14回 都区 区 役割

④ - 36
大規模小売店舗新設届出受理などに関する
事務
（大規模小売店舗立地法）

大規模小売店舗立地法に基づき、住
民や商業その他の業務の利便確保に
配慮すべき事項（交通渋滞、駐車場
等）や周辺地域の生活環境の悪化防
止に配慮すべき事項（騒音、廃棄物
等）についての届出の受理などに関
する事務を行なう。

産業労働局 13回 区 区 区

④ - 37
高齢者向け賃貸住宅整備計画認定などに
関する事務
（高齢者の居住の安定確保に関する法律）

都市整備局 17回

1 (1)
高齢者向け賃貸住宅供給計画認定などに
関する事務

高齢者向け優良賃貸住宅の供給・管
理の適正を確保するため、高齢者の
居住の安定確保に関する法律に基づ
き、供給計画の認定等を行う。

区 区 区

2 (1) 終身賃貸事業の認可などに関する事務

高齢者に適した良好な居住環境が確
保され高齢者が安定的に居住するこ
とができる賃貸住宅を設けるため、高
齢者の居住の安定確保に関する法律
に基づき、終身賃貸事業の認可等を
行う。

区 区 区

④ - 38
軌道敷地の無償道路敷地化などに関する事
務
（軌道法）

軌道法に基づき、道路（指定区間外
国道及び都道府県道をいう。以下同
じ。）の管理者として、軌道敷地の無
償道路敷地化などを行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 39 当せん金付証票発売などに関する事務
（当せん金付証票法）

当せん金付証票（宝くじ）の発売、発
売に関する総務大臣への申請や銀行
等への委託、収益金の収納等に関す
る事務を行う。

財務局 19回 対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 40
不在者投票に係る障害認定などに関する事
務
（公職選挙法）

公職選挙法施行令に基づき、身体に
重度の障害がある者に係る郵便によ
る不在者投票のための障害程度を書
面により証明する。

選挙管理委員会 15回 都 区 是非

④ - 41
重要文化財の現状変更許可などに関する事
務
（文化財保護法）

文化財保護法に基づき、重要文化財
に関する軽微な現状変更又は保存に
影響を及ぼす行為の許可、及びその
取り消し並びに停止命令を行う。

教育庁 15回 区 区 区

④ - 42
社会福祉法人設立に係る定款審査などに関
する事務
（社会福祉法）

社会福祉法に基づき、社会福祉法人
の設立に関する申請を受けて法人認
可の要件が充足されているかどうか審
査して認可する事務を行う。

福祉保健局 15回 区 区 区

④ - 43
有線電気通信設備設置状況資料提出など
に関する事務
（有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律）

有線ラジオ放送業務の運用の規正に
関する法律に基づき、道路（指定区間
外国道及び都道府県道をいう。以下
同じ。）の管理者として、総務大臣に
対し、資料の提供その他の協力を行
う。

総務局 13回 都区 都区 役割

④ - 44
道路管理上の措置の意見陳述などに関する
事務
（道路運送法）

道路運送法に基づき、道路（指定区
間外国道及び都道府県道をいう。）の
管理者として、道路管理上の措置の
意見陳述などに関する事務を行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 45
議会の同意による公安委員会委員推薦など
に関する事務
（警察法）

議会の同意を得て、都道府県公安委
員会の委員の推薦を行う。

警視庁 19回

④ - 46
地方道路公社の県道等新設許可同意など
に関する事務
（道路整備特別措置法）

道路整備特別措置法に基づき、首都
高速道路株式会社及び地方道路公
社等が建設する高速道路や一般国
道等の新設又は改築等に対する同意
に関する事務を行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 47
国道管理施設の管理方法決定などに関する
事務
（高速自動車国道法）

高速自動車国道法に基づき、道路
（指定区間外国道及び都道府県道を
いう。）の管理者として、共用高速自
動車国道管理施設の管理の方法及
び管理費用の分担について国土交
通大臣又は高速道路株式会社と協議
を行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 48
路外駐車場管理者からの報告などに関する
事務
（駐車場法）

路外駐車場の設置に係る届出の受
理、路外駐車場管理者からの報告徴
収等に関する事務を行う。

建設局 19回

④ - 49
自動車交通禁止の際の意見陳述などに関
する事務
（道路交通法）

道路交通法に基づき、道路（指定区
間外国道及び都道府県道をいう。）の
管理者として、公安委員会に対する
意見の陳述や免許等に関する手数料
を定める条例制定等の事務を行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 50
宅地造成工事規制区域の指定などに関する
事務
（宅地造成等規制法）

宅地造成等規制法に基づき、宅地造
成に伴いがけ崩れ等の災害が生ずる
おそれが大きい市街地又は市街地と
なろうとする土地の区域を「宅地造成
工事規制区域」として指定し、区域内
で行われる宅地造成に関する工事に
ついて災害防止のための必要な規制
を行う。

都市整備局 14回 区 区 区

④ - 51 踏切道の改良などに関する事務
（踏切道改良促進法）

踏切道改良促進法に基づき、道路
（指定区間外国道及び都道府県道を
いう。）の管理者として、立体交差化
計画等に係る鉄道事業者との協議、
踏切道の改良の実施、実施に要する
費用に係る鉄道事業者との協議及び
当該費用負担を行う。

都市整備局 13回 都区 都区 役割

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 52
指定区域内建築物用地下水採取許可など
に関する事務
（建築物用地下水の採取の規制に関する法律）

建築物用地下水の採取の規制に関
する法律に基づき、政令で指定され
た地域内において、揚水設備により
建築物用地下水を採取しようとする者
の許可に関する事務を行う。

環境局 15回 区 区 区

④ - 53
建設完了後の占用予定者に対する占用許
可などに関する事務
（共同溝の整備等に関する特別措置法）

共同溝の整備等に関する特別措置法
に基づき、道路（指定区間外国道及
び都道府県道をいう。）の管理者とし
て、共同溝の建設及び管理に関する
規程等を整備し、共同溝の建設整備
を行なうとともに、共同溝の道路占用
許可等の事務を行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 54
特定支援事業に係る指定法人の指定などに
関する事務
（中小企業支援法）

中小企業支援法に基づき、東京都が
行う中小企業支援事業の実施に関す
る計画を定め、各中小企業支援策を
実施する。また、東京都に代わって特
定支援事業を行わせる法人（各都道
府県に一つ）を指定し、その法人にそ
の事業の適正かつ確実な実施を行わ
せるのに必要な措置を取る。

産業労働局 13回 都 区 是非

④ - 55 実施計画の策定・提出などに関する事務
（交通安全施設等整備事業の推進に関する法律）

交通安全施設等整備事業の推進に
関する法律に基づき、交通事故が多
発している道路その他特に交通の安
全を確保する必要がある道路につい
て、国道、都道、区道の道路管理者
が一体となり総合的計画を策定し、交
通安全施設等整備事業を実施する。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 56
流通業務地区公共施設都市計画決定など
に関する事務
（流通業務市街地の整備に関する法律）

流通業務市街地の整備に関する法律
に基づき、流通業務市街地の整備に
当たり、流通業務地区を都市計画決
定し、あわせて公共施設に関する都
市計画の策定等の事務を行う。

都市整備局 14回 区 区 区

④ - 57 非課税証明書の発行などに関する事務
（登録免許税法）

登録免許税法施行規則第３条により、
社会福祉法人からの証明申請に基づ
き、当該建物等が社会福祉事業の用
に供するものか東京都が確認してい
る事項に基づき、確認し証明書を発
行（非課税証明書ではない。）する。

福祉保健局 15回 区 区 区

④ - 58 従たる事務所の設置などに関する事務
（地方公務員災害補償法）

地方公務員に対する災害補償の実施
及び災害を受けた職員の社会復帰の
促進等に関する事務を行う。

総務局 19回

④ - 59
都市計画区域内の開発行為許可などに関
する事務
（都市計画法）

都市計画法に基づき、都市の健全な
発展と秩序ある整備を図るための土
地利用、都市施設の整備及び市街地
開発事業に関する計画の決定を行
う。

都市整備局 14回 都 区 是非

④ - 60
地方障害者施策推進協議会設置などに関
する事務
（障害者基本法）

障害者に関する施策の総合的かつ計
画的な推進について必要な事項を調
査審議する地方障害者施策推進協
議会の設置等に関する事務を行う。

福祉保健局 19回

④ - 61
都道府県交通安全対策会議参加などに関
する事務
（交通安全対策基本法）

都道府県交通安全対策会議の委員と
なり、又は委員となるべき職員を指名
する。

青少年・治安対
策本部

19回

④ - 62 中央卸売市場の開設などに関する事務
（卸売市場法）

卸売市場法に基づき生鮮食料品等の
円滑な供給を確保し、都民の消費生
活の安定に資するため、東京都が東
京都全域を開設区域とする中央卸売
市場を開設するとともに、市場の取引
業務及び施設使用の適正化等に関
する事務を行う。

中央卸売市場 15回 都 都区 是非

対象外

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 63 道路占用許可などに関する事務
（石油パイプライン事業法）

石油パイプライン事業法に基づき、道
路（指定区間外国道及び都道府県道
をいう。）の管理者として、道路内に設
置される石油パイプラインの道路占用
許可（道路法）を行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 64
有線テレビジョン放送施設設置状況資料提
出などに関する事務
（有線テレビジョン放送法）

有線テレビジョン放送法に基づき、道
路（指定区間外国道及び都道府県道
をいう。）の管理者として、総務大臣に
対し、資料の提供その他の協力を行
う。

総務局 13回 都区 都区 役割

④ - 65
都市モノレール建設への配慮などに関する
事務
（都市モノレールの整備の促進に関する法律）

都市モノレールの整備の促進に関す
る法律に基づき、道路（指定区間外国
道及び都道府県道をいう。）の管理者
として、都市モノレールの建設に対し
配慮する。

都市整備局 13回 都区 都区 役割

④ - 66 貸付金償還免除などに関する事務
（災害弔慰金の支給等に関する法律）

災害弔慰金の支給等に関する法律に
基づき、区市町村が条例により実施
する災害援護資金の貸付に要する経
費の負担を行う（指定都市は都道府
県ではなく国から貸付を受ける）。

福祉保健局 15回 区 区 区

④ - 67 動物取扱業者の登録などに関する事務
（動物の愛護及び管理に関する法律）

動物の愛護及び管理に関する法律に
基づく、動物取扱業者の登録などに
関する事務を行う。

福祉保健局 15回 区 区 区

④ - 68
道路交通騒音障害防止促進などに関する事
務
（幹線道路の沿道の整備に関する法律）

幹線道路の沿道の整備に関する法律
に基づき、道路（指定区間外国道及
び都道府県道をいう。）の管理者とし
て、道路交通騒音障害防止促進など
に関する事務などを行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 69
道路への敷設申請に係る意見陳述などに関
する事務
（鉄道事業法）

鉄道事業法及び鉄道線路の道路へ
の敷設の許可手続を定める政令に基
づき、道路（指定区間外国道及び都
道府県道をいう。）の管理者として、鉄
道路線を道路に敷設する許可を受け
ようとする場合に意見を述べる。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 70

国土交通大臣の宅地開発事業計画認定に
係る意見聴取に応じることなどに関する事務
（大都市地域における優良宅地開発の促進に関する
緊急措置法）

宅地開発事業計画認定に係る国土
交通大臣への意見陳述等の事務を
行う。

都市整備局 19回

④ - 71
市街化調整区域内における認定市民農園
建築物新築等の許可などに関する事務
（市民農園整備促進法）

市街化調整区域内の認定市民農園
建築物の新築等の許可等の事務を行
う。

都市整備局 19回

④ - 72 占用予定者への占用許可などに関する事務
（電線共同溝の整備等に関する特別措置法）

電線共同溝の整備等に関する特別措
置法に基づき、道路（指定区間外国
道及び都道府県道をいう。）の管理者
として、電線共同溝の整備計画、電線
共同溝への占用許可等に関する事務
を行う。

建設局 13回 都区 都区 役割

④ - 73

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構の開
発行為協議などに関する事務
（日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関す
る法律施行令）

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機
構が開発行為等を行う場合に協議を
行う。

都市整備局 19回 対象外

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 74 中核的支援機関認定などに関する事務
（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律）

中小企業の新たな事業活動の促進に
関する法律に基づき、新事業支援機
関として、経営革新、地域産業資源を
活用して行う事業環境の整備などを
行う。

産業労働局 13回 都 区 是非

④ - 75

特定建築物の基準適合報告などに関する事
務
（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律に基づき、特定
路外駐車場設置の届出等に関する事
務を行う。

建設局 13回 区 区 区

④ - 76
マンション建替組合の設立の認可などに関
する事務
（マンションの建替えの円滑化等に関する法律）

マンションの建替えの円滑化等に関
する法律に基づき、マンション建替組
合設立認可、個人施行における事業
認可、権利変換計画認可等の認可事
務等、組合理事長の氏名等の届出受
理及び公告事務等を行う。

都市整備局 14回 区 区 区

④ - 77

事業者等からのポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管及び処分の状況に関する届出の受理
などに関する事務
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に
関する特別措置法）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法に基
づき、東京都PCB廃棄物処理計画を
策定し、ＰＣＢを保管している事業者
から、毎年度、ＰＣＢの保管及び処分
の状況に関する届出を受理し、公表
する。

環境局 15回 都 区 是非

④ - 78
救援の実施などに関する事務
（武力攻撃事態等における国民保護のための措置に
関する法律）

都内において武力攻撃事態（外国か
らの武力攻撃が発生した事態）や緊
急対処事態（大規模なテロ等が発生
した事態）に至った際には、都及び被
災した区市町村等は国民保護法に基
づき、住民の避難や被災した住民へ
の救援の実施など各種国民保護措置
を実施することとなる。この国民保護
措置は、国からの指示に基づき実施
する第1号法定受託事務であり、都と
区市町村の役割分担が明確に規定さ
れている。

総務局 15回 都 都区 是非

④ - 79
交通結節機能高度化構想の作成及び国土
交通大臣との協議などに関する事務
（都市鉄道等利便増進法）

都市鉄道等利便増進法に基づき、交
通結節機能の高度化に向け、交通結
節機能高度化構想の作成、協議会の
設置等の事務を行う。

都市整備局 14回 区 区 区

④ - 80
供給計画の（変更の）認定及び通知などに
関する事務
（高齢者の居住の安定確保に関する法律）

高齢者向け優良賃貸住宅の供給・管
理の適正を確保するため、供給計画
の認定等に関する事務を行う。

都市整備局 19回

④ - 81

地域住宅計画に記載された配慮入居者へ
の特定優良賃貸住宅の全部又は一部の賃
貸の承認などに関する事務
（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等
の整備等に関する特別措置法）

都市整備局 17回

1 (1) 都が事業者を募集した住宅に係るもの 都 区 是非

2 (1) 区が事業者を募集した住宅に係るもの 区 区 区

④ - 82
雨水浸透阻害行為の許可、条件の付加など
に関する事務
（特定都市河川浸水被害対策法）

特定都市河川浸水被害対策法に基
づき、雨水浸透阻害行為をしようとす
る者に対する許可事務及び保全調整
池の指定事務を行う。

都市整備局 14回 区 区 区

④ - 83

構造改革特別区区域内の特別養護老人
ホーム不足区域における特別養護老人ホー
ム設置認可申請の審査などに関する事務
（構造改革特別区域法）

構造改革特別区域法により、老人福
祉法に基づく特別養護老人ホームの
設置者からの施設設置認可申請に対
し、法令に従った要件を具備している
か審査認可の事務を行なう。

福祉保健局 15回 区 区 区

地域における多様な需要に応じた公
的賃貸住宅等の整備等に関する特別
措置法に基づき、認定事業者（特定
優良賃貸住宅の所有者等）が一定期
間以上入居資格を有する者を確保で
きない特定優良賃貸住宅を地域住宅
計画に記載した配慮入居者に賃貸す
る場合の承認等を行う。

対象外
（④-37で検討）

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

④ - 84 一級河川の管理などに関する事務
（河川法）

河川法に基づく、一級河川（指定区
間内）・二級河川の管理

建設局 15回 都区 都区 役割

④ - 85 監視区域の指定などに関する事務
（多極分散型国土形成促進法）

国土利用計画法第27条の6第1項の
適用による監視区域の指定等に関す
る事務を行う。

都市整備局 19回

④ - 86

特定物資の価格の動向及び需給の状況に
関する調査などに関する事務
（生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊
急措置に関する法律）

生活関連物資等の買占め及び売惜し
みに対する緊急措置に関する法律に
基づき、特定物資の価格動向及び需
給の状況に関する調査、特定物資の
売渡しに関する指示などに関する事
務を行う。

生活文化ｽﾎﾟｰﾂ
局

15回 都 区 是非

④ - 87
特定優良賃貸住宅を特定入居者に賃貸す
ることの承認に関する事務
（建築物の耐震改修の促進に関する法律）

都市整備局 17回

1 (1) 都が事業者を募集した住宅に係るもの 都 区 是非

2 (1) 区が事業者を募集した住宅に係るもの 区 区 区

④ - 88
第一種大規模小売店舗立地法特例区域の
指定などに関する事務
（中心市街地の活性化に関する法律）

中心市街地の活性化に関する法律に
基づき、内閣総理大臣の認定を受け
た基本計画に定められた中心市街地
区域の、第一種大規模小売店舗立地
法特例区域の指定などに関する事務
を行う。

産業労働局 13回 区 区 区

④ - 89
基本方針の策定及び変更に係る意見の申
出などに関する事務
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
に基づき、国による基本方針の策定
及び変更に係る意見の申出、一般廃
棄物処理施設の許可、産業廃棄物の
多量排出事業者の処理計画の受理、
産業廃棄物処理業の許可並びに産
業廃棄物処理施設の許可などに関す
る事務を行うほか、立入検査・行政処
分などを行う。

環境局 15回 都 区 是非

④ - 90
監視区域の指定に関する事務
（大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一
体的推進に関する特別措置法）

大都市地域における宅地開発及び鉄
道整備の一体的推進に関する特別措
置法第9条に基づき、同意特定地域
内において、国土利用計画法第27条
の6第1項の適用による監視区域の指
定に努める。

都市整備局 14回 都 区 是非

④ - 91

拠点整備促進区域内における建築行為等
の許可などに関する事務
（地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再
配置の促進に関する法律）

拠点整備促進区域内における土地の
形質の変更又は建築物の新築、改築
若しくは増築に係る許可等に関する
事務を行う。

都市整備局 19回

④ - 92 景観行政団体の事務などに関する事務
（景観法）

景観法及び東京都景観条例等に基
づき、景観形成の方針や行為の制限
に関する事項などを景観計画に定
め、この計画に基づき建築物等の建
築など一定の行為について、届出を
義務づけ、指導及び助言等の事務を
行う。

都市整備局 14回 都 区 是非

⑤ - 1
官庁又は公署の嘱託による登記に関する事
務
（不動産登記法）

国有財産法に基づき、国道及び一級
河川等について第一号法定受託事
務として管理又は執行した事業に伴
い、買収した土地等の国有財産で国
土交通大臣の所管に属するものの登
記を嘱託する等の事務を行う。

都市整備局 17回 都区 都区 役割

建築物の耐震改修の促進に関する法
律に基づき、住宅の耐震改修の実施
に伴い仮住居を必要とする者（特定
優良賃貸住宅の供給の促進に関する
法律に規定する資格を有する者を除
く。）に特定優良賃貸住宅を賃貸する
ことに対する承認を行う。

対象外

対象外

⑤府県事務で、他府県において事務処理特例制度により市が処理している事務

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑤ - 2
都市計画事業の施行の認可などに関する事
務
（都市計画法）

都市計画法に基づき、国の機関、都
道府県、市町村以外の者が都市計画
事業を施行しようとする場合の施行の
認可などに関する事務を行う。

都市整備局 17回 都区 区 役割

⑤ - 3
第一種市街地再開発事業の施行の認可な
どに関する事務
（都市再開発法）

都市再開発法に基づき、老朽化木造
建築物の密集、土地利用の細分化、
不十分な公共施設等都市機能が低
下している市街地において、建築物
及び建築敷地の整備並びに公共施
設の整備等を行うことにより、土地の
合理的かつ健全な高度利用と都市機
能の更新を図ることを目的とする第一
種市街地再開発事業についての施
行の認可などに関する事務を行う。

都市整備局 17回 都区 区 役割

⑤ - 4
施行者に対する地区編入承認などに関する
事務
（土地区画整理法）

公共施設等の整備改善及び宅地の
利用増進を図るための土地区画整理
事業を（独）都市再生機構等が施行
する場合の事務を行う。

都市整備局 19回

⑤ - 5
急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕などに
関する事務
（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律）

急傾斜地の崩壊による災害の防止に
関する法律に基づき、標識の維持修
繕や急傾斜地崩落防止施設の維持
修繕に関する事務を行う。

建設局 17回 都 都 都

⑤ - 6 管理協定の認可などに関する事務
（都市緑地法）

都市緑地法に基づき、特別緑地保全
地区等の土地所有者と緑地管理機構
が、緑地の管理について管理協定を
締結するときの認可等に関する事務
を行う。

環境局 17回 都区 区 役割

⑤ - 7
造成敷地等に関する権利の処分の制限など
に関する事務
（流通業務市街地の整備に関する法律）

流通業務市街地の整備に関する法律
に基づき、流通業務施設整備に関す
る基本方針の策定等の事務を行う。

都市整備局 14回 都区 区 役割

⑤ - 8 河川工事の施工などに関する事務
（河川法）

一級河川（指定区間内）・二級河川の
管理に係る事務の一部を行う。

建設局 19回

⑤ - 9 水道施設の改善の指示などに関する事務
（水道法）

水道事業者（給水人口５万人以下）・
水道用水供給事業者（１日の 大給
水量25,000㎥以下）からの報告徴収、
立入検査等に関する事務を行う。

福祉保健局 19回

⑤ - 10
国道及び都道の土地に係る境界確定などに
関する事務
（道路法）

道路法の規定により指定市が管理す
る道路（指定区間外国道及び都道府
県道をいう。以下同じ。）の用に供され
ている都道府県有財産である土地に
係る境界確定に関する事務を行う。

建設局 17回 都区 都区 役割

⑤ - 11
土地の試掘の許可などに関する事務
（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法）

住宅街区整備事業の施行地区内に
おける施行の障害となる建築行為等
の許可等に関する事務を行う。

都市整備局 19回

⑤ - 12
他人の占有する土地への立入りなどに関す
る事務
（国有財産法）

国有財産法に基づき、国土交通省所
管の国有地の管理のうち、国有財産
の調査・測量のための他人の占有す
る土地への立入り、境界確定の協議
及び境界の決定等に関する事務を行
う。

建設局 17回 都区 都区 役割

⑤ - 13 優良宅地の認定などに関する事務
（租税特別措置法）

優良な宅地等の供給に資する土地の
譲渡に係る認定・証明事務等に関す
る事務を行う。

都市整備局 19回

⑤ - 14 組合の設立の認可などに関する事務
（中小企業等協同組合法）

中小企業等協同組合法に基づき、中
小企業の組織化を推進し、組織を通
じて経済的基盤の確立と環境の整備
等を図るため、協同組合等の設立認
可や決算関係書類の受理などに関す
る事務を行う。

産業労働局 16回 都区 都区 役割

対象外
（④-18で検討）

対象外
（④-84で検討）

対象外

対象外
（④-30で検討）

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑤ - 15 協業組合の事業転換認可などに関する事務
（中小企業団体の組織に関する法律）

中小企業団体の組織に関する法律に
基づき、中小企業者やその他の者が
協同して経済事業を行うために必要
な組織又は中小企業者がその営む事
業の改善発達を図るために必要な組
織を設けることにより、公正な経済活
動の機会を確保し、国民経済の健全
な発展のため、協業組合の事業転換
や設立の認可などに関する事務を行
う。

産業労働局 16回 都 都区 是非

⑤ - 16
特定商工業者の該当基準引上げの許可な
どに関する事務
（商工会議所法）

特定商工業者の該当基準引上げの
許可、商工会議所に対する報告徴収
等の事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 17 商工会の設立の認可などに関する事務
（商工会法）

商工会の設立の認可、商工会に対す
る報告徴収等の事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 18
基盤施設計画の認定などに関する事務
（商工会及び商工会議所による小規模事業者の支
援に関する法律）

商工会・商工会連合会・商工会議所
が策定した基盤施設計画・連携計画
の認定等の事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 19 高度化事業計画の認定などに関する事務
（中小小売商業振興法）

中小小売商業振興法に基づき、高度
化事業の種類ごとに定められた者が
作成した高度化事業計画（商店街整
備計画、店舗集団化計画、共同店舗
等整備計画、商店街整備等支援計
画）が法施行令で定める基準に適合
するものである旨の認定他を行う。

産業労働局 16回 都 区 是非

⑤ - 20
適正計量管理事業所の指定などに関する事
務
（計量法）

計量法に基づき、事業者の申請に基
づき、自主的な計量管理の推進を図
るため、計量器を使用する事業者で
一定の要件を有すると知事等が認め
た事業所を、適正計量管理事業所と
して指定する。

生活文化局 11回 区 区 区

⑤ - 21 農地の転用の許可などに関する事務
（農地法）

農地の転用の許可、農地又は採草放
牧地の権利移動の許可等に関する事
務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 22
土地改良事業の変更等に係る認可などに関
する事務
（土地改良法）

土地改良事業計画の変更等に係る認
可に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 23

認定製造業者等への立入検査などに関する
事務
（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す
る法律）

農林物資の規格化及び品質表示の
適正化に関する法律に基づき、製造
業者等への立入検査などの事務を行
う。

福祉保健局 18回 都 都区 是非

⑤ - 24 宅地等供給事業の承認などに関する事務
（農業協同組合法）

農業協同組合法に基づき、農業協同
組合の宅地等供給事業規程の設置、
変更および廃止の承認等の事務を行
う。

産業労働局 16回 都 都 都

⑤ - 25 権利の交換分合の認可に関する事務
（農住組合法）

農住組合が作成する交換分合計画に
対する認可に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 26 組合の事業に対する認可などに関する事務
（水産業協同組合法）

水産業協同組合法に基づき、水産業
協同組合組織・運営の適正化を図る
ため、設立に関する認可や事業規定
類の認可等に関する事務を行う。

産業労働局 16回 都 都 都

⑤ - 27 信託事業の承認などに関する事務
（森林組合法）

森林組合が作成する信託規程等の承
認等に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 28
地域森林計画対象民有林の開発行為の許
可などに関する事務
（森林法）

地域森林計画の対象となっている民
有林における開発行為の許可等に関
する事務を行う。

環境局 19回

対象外

対象外

対象外
（④-31で検討）

対象外

対象外

対象外

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑤ - 29
分収林契約締結のあつせんなどに関する事
務
（分収林特別措置法）

申し出に基づく分収林契約締結の
あっせん等に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 30
林業経営改善計画の認定などに関する事務
（林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融
通等に関する暫定措置法）

林業を営む者等が作成する林業経営
改善計画等の認定等に関する事務を
行う。

産業労働局 19回

⑤ - 31
診療簿及び検案簿の検査及び報告に関す
る事務
（獣医師法）

獣医師法に基づき、獣医師が診療
（検案）した場合に記載、保存すること
が義務付けられている診療簿（検案
簿）の検査及び獣医師の現況届出
（法２２条の届出）の受理、進達に関
する事務を行う。

産業労働局 16回 都 区 是非

⑤ - 32
診療施設の使用制限の命令などに関する事
務
（獣医療法）

獣医療法に基づき、飼育動物診療施
設（動物病院）開設に関する届出受
理、動物病院の構造設備、施設の管
理者が構造設備、医薬品等の管理及
び飼育動物の収容について遵守す
べき事項について、立入検査等によ
る指導、監督等に関する事務を行う。

産業労働局 16回 都 区 是非

⑤ - 33 ふ化業者の登録などに関する事務
（養鶏振興法）

養鶏振興法に基づき、鶏ふ化業者の
施設が農林水産省の定める基準に適
合しているものであることを確認し、登
録する。

産業労働局 16回 都 都 都

⑤ - 34

畜産業者の管理基準違反に対する勧告など
に関する事務
（家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に
関する法律）

家畜排せつ物の管理の適正化及び
利用の促進に関する法律に基づき、
畜産農家の家畜排せつ物の管理状
況等についての検査等に関する事務
を行う。

産業労働局 16回 都 都 都

⑤ - 35
輸出水産物製造事業場の登録などに関する
事務
（輸出水産業の振興に関する法律）

輸出水産業の振興に関する法律に基
づき、輸出水産業者等の登録などに
関する事務を行う。

産業労働局 16回 都 都 都

⑤ - 36
農用地区域内の開発行為の許可などに関
する事務
（農業振興地域の整備に関する法律）

農用地区域内における開発行為の制
限、監督処分等に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 37 果樹園経営計画の認定に関する事務
（果樹農業振興特別措置法）

果樹農業振興計画に係る区域内にお
ける生産者が作成した果樹園経営計
画の認定に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 38
就農計画の認定などに関する事務
（青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する
特別措置法）

青年等の就農促進のための資金の貸
付等に関する特別措置法に基づき、
新たに就農しようとする青年等又は当
該青年等をその営む農業に就業させ
ようとする者が、農業の技術又は経営
方法を実地に習得するための研修等
の計画を作成した場合における認定
等に関する事務を行う。

産業労働局 16回 都 都 都

⑤ - 39
基金の業務の受託者に対する立入検査など
に関する事務
（独立行政法人農業者年金基金法）

独立行政法人農業者年金基金法に
基づき、独立行政法人農業者年金基
金が行う農業者年金事業及び付帯業
務について、基金からの受託者(農協)
に対する立入検査業務等を行う。

産業労働局 16回 都 都 都

⑤ - 40
導入計画の認定などに関する事務
（持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関す
る法律）

持続性の高い農業生産方式の導入
の促進に関する法律に基づき、持続
性の高い農業生産方式の導入に関
する計画の認定等に関する事務を行
う。

産業労働局 16回 都 都 都

⑤ - 41
生産出荷近代化計画の提出及び公表など
に関する事務
（野菜生産出荷安定法）

生産出荷近代化計画の作成及び提
出、公表等に関する事務を行う。

産業労働局 19回

対象外

対象外

対象外

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑤ - 42 地下水採取の許可などに関する事務
（工業用水法）

工業用水法に基づき、政令で定める
地域において、井戸により地下水を採
取してこれを工業の用に供しようとす
る者の許可に関する事務を行う。

環境局 17回 都 区 是非

⑤ - 43 火薬類販売業の許可などに関する事務
（火薬類取締法）

火薬類取締法に基づき、製造、販
売、貯蔵、輸入、消費、廃棄及びその
取扱いについて申請の受付、審査、
立入検査、許可証交付などの事務を
行う。

環境局 22回 都 区 是非

⑤ - 44
ガス事業者などの事業場への立入検査など
に関する事務
（ガス事業法）

ガス事業法に基づき、事業者等への
立入検査やガス用品の提出命令など
の事務を行う。

環境局 22回 区 区 区

⑤ - 45
第一種製造者に係る製造の許可などに関す
る事務
（高圧ガス保安法）

高圧ガス保安法に基づき、高圧ガス
の製造、貯蔵、販売、消費等の取扱
いの規制などに関する事務を行う。

環境局 22回 都 区 是非

⑤ - 46

液化石油ガス販売事業者の登録などに関す
る事務
（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律）

液化石油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律に基づき、液
化石油ガス販売事業の登録や、保安
機関の認定等に関する事務を行う。

環境局 22回 都 区 是非

⑤ - 47 電気用品の提出命令などに関する事務
（電気用品安全法）

電気用品販売業者への立入検査、電
気用品の提出命令等に関する事務を
行う。

環境局 19回

⑤ - 48
販売事業者に対する立入検査などに関する
事務
（消費生活用製品安全法）

消費生活用製品安全法に基づき、一
般消費者の生命・身体に危害を及ぼ
すおそれが多い製品（特定製品）の販
売事業者に対する立入検査等を行
う。

生活文化局 18回 区 区 区

⑤ - 49
指示に従わない販売業者の公表などに関す
る事務
（家庭用品品質表示法）

家庭用品品質表示法に基づき、都内
販売業者が、適正な表示を行ってい
るか否かについて立入検査等を行
い、表示事項の不表示、遵守事項違
反に対しては必要な指導、指示、公
表を行う。

生活文化局 16回 都 区 是非

⑤ - 50
標準価格等の表示等の指示などに関する事
務
（国民生活安定緊急措置法）

国民生活安定緊急措置法に基づき、
特に価格の安定を図るべき特定物資
に関する標準価格等の表示の指示な
どの事務を行う。

生活文化局 16回 都 区 是非

⑤ - 51

特定物資の売渡しに関する指示などに関す
る事務
（生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊
急措置に関する法律）

特定物資の価格動向及び需給の状
況に関する調査、特定物資の売渡し
に関する指示等に関する事務を行う。

生活文化局 19回

⑤ - 52
特定非営利活動法人の設立の認証などに
関する事務
（特定非営利活動促進法）

特定非営利活動促進法に基づき、特
定非営利活動法人に関する設立等の
認証申請書の受理・認証、届出書類
等の受理及び法人指導・監督などに
関する事務を行う。

生活文化局 16回 都 区 是非

⑤ - 53

排出量等の届出経由及び意見付与などに
関する事務
（特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理
の改善の促進に関する法律）

特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び管理の改善の促進に関
する法律に基づき、化学物質の排出
量等のデータについて、対象事業者
から国への届出の経由事務を行う。ま
た、国から提供される電子ファイル化
されたデータについて、地域の特性を
加味して、集計、公表する。

環境局 17回 都 区 是非

⑤ - 54
掘削工事場所等への立入検査などに関する
事務
（温泉法）

温泉法に基づき、温泉をゆう出させる
目的で行う土地の掘削の工事の場
所、温泉の採取の場所又は温泉利用
施設への立入検査及び質問に関する
事務を行う。

環境局 17回 都 都 都

⑤ - 55 鳥獣の捕獲等の許可などに関する事務
（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律）

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律に基づき、野生鳥獣の捕獲
の許可等に関する事務を行う。

環境局 17回 都 都区 是非

対象外

対象外
（④-86で検討）

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑤ - 56
特別地域内での工作物の新築などの許可な
どに関する事務
（自然公園法）

特別地域内における工作物の新築、
改築、又は増築などの行為に係る許
可等に関する事務を行う。

環境局 19回

⑤ - 57 採取計画の認可などに関する事務
（砂利採取法）

採取計画の認可と災害防止、指導等
に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 58 採取計画の認可などに関する事務
（採石法）

採取計画の認可と災害防止、指導等
に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑤ - 59
指定届出機関の指定などに関する事務
（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律）

感染症の発生の状況及び動向の把
握を行うために、感染症の発生の状
況の届出を担当させる病院等の指定
等の事務を行う。

福祉保健局 18回 都 都 都

⑤ - 60 事業者登録などに関する事務
（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）

清掃事業者等の登録等の事務を行
う。

福祉保健局 21回 都 区 是非

⑤ - 61 照射録の検査に関する事務
（診療放射線技師法）

必要があると認めるときに、照射録を
提出させ、又は職員に検査させる事
務を行う。

福祉保健局 21回 都 都 都

⑤ - 62 広告事項の許可などに関する事務
（歯科技工士法）

歯科技工所等に係る広告事項の許可
の事務を行う。

福祉保健局 18回 区 区 区

⑤ - 63
看護師等確保推進者変更命令などに関する
事務
（看護師等の人材確保の促進に関する法律）

看護師等確保推進者が必要な職務を
遂行しない場合、その変更を命ずる
事務を行う。

福祉保健局 21回 都 都 都

⑤ - 64 病院の開設の許可などに関する事務
（医療法）

病院の開設許可などの事務を行なう。 福祉保健局 18回 都 都 都

⑤ - 65
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
に基づく健康診断の実施などに関する事務
（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律）

被爆者に対する健康診断の実施や、
必要な指導を行う。

福祉保健局 18回 都 区 是非

⑤ - 66
業務の停止などに関する事務
（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関
する法律）

法律改正以前から業務を行っている
いわゆる「みなし免許者」に対する業
務停止命令等に関する事務を行う。

福祉保健局 19回

⑤ - 67
高度管理医療機器等の販売業許可などに
関する事務
（薬事法）

高度管理医療機器等の販売業許可
などの事務を行う。

福祉保健局 18回 都 都 都

⑤ - 68 特定毒物研究者の許可などに関する事務
（毒物及び劇物取締法）

特定毒物研究者の許可などの事務を
行う。

福祉保健局 18回 都 都区 是非

⑤ - 69
受胎調節実地指導員の指定などに関する事
務
（母体保護法）

受胎調整の実地指導員の指定などに
関する事務を行う。

福祉保健局 18回 都 区 是非

⑤ - 70 浄化槽工事業者に対する指示に関する事務
（浄化槽法）

浄化槽設置工事について、生活環境
の保全及び公衆衛生上必要があると
認める場合において、当該浄化槽工
事業者に対し、必要な指示をする。

都市整備局 17回 都 都 都

⑤ - 71 児童手当受給資格認定などに関する事務
（児童手当法）

小学校修了前の児童を養育する父母
等に対する手当の支給等に関する事
務を行う。

福祉保健局 19回

対象外

対象外

対象外

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑤ - 72
有料老人ホームの設置者等に対する質問及
び立入検査などに関する事務
（老人福祉法）

老人福祉法に基づき、有料老人ホー
ムに対する報告徴収や立入検査など
の事務を行う。

福祉保健局 18回 区 区 区

⑤ - 73
介護老人保健施設の開設の許可などに関
する事務
（介護保険法）

介護保険法に基づき介護老人保健
施設等の設置者からの施設開設許可
申請等に対し、法令に従った要件を
具備しているか審査許可の事務を行
なう。

福祉保健局 18回 区 区 区

⑤ - 74
指定障害福祉サービス事業者への勧告など
に関する事務
（障害者自立支援法）

障害者自立支援法に基づき、指定障
害福祉サービス事業者等の指定、変
更の届出及び公示に関する事務など
を行う。

福祉保健局 18回 区 区 区

⑤ - 75 更生医療の給付などに関する事務
（戦傷病者特別援護法）

更生医療給付及び補装具の支給及
び修理に関する事務を行う。

福祉保健局 19回

⑤ - 76 一般旅券の消印及び還付に関する事務
（旅券法）

旅券法に基づき、旅券の申請受付、
交付等の事務を行う。

生活文化局 16回 都 区 是非

⑤ - 77
発掘に関する指示及び命令などに関する事
務
（文化財保護法）

文化財保護法により埋蔵文化財につ
いて、その調査のために土地を掘削
する場合の届出の受理などの事務を
行う。

教育庁 18回 区 区 区

⑥ - 1
都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針の策定などに関する事務
（都市計画法）

①都道府県が定める都市計画のうち
以下のもの
　都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針に関する都市計画・区域区
分に関する都市計画・都市再開発方
針に関する都市計画
②都道府県都市計画審議会の設置
③開発審査会の設置
④都市計画事業認可（区施行）等

都市整備局 19回 都 都 都

⑥ - 2
一級河川（指定区間）、二級河川の管理など
に関する事務
（河川法）

都道府県知事は、一級河川以外の水
系に係る河川で公共の利害に重要な
関係のあるものについて、関係区市
町村の意見を聞き、二級河川の指定
等を行う。

建設局 19回 都 都 都

⑥ - 3
土砂災害防止のための工事、指定地等の管
理などに関する事務
（砂防法）

砂防工事は原則として都道府県知事
が行う。

建設局 19回

⑥ - 4 海岸保全計画の策定などに関する事務
（海岸法）

都道府県知事は「海岸保全基本計
画」を定め、主務大臣に報告する。

港湾局 19回

⑥ - 5
国の都市公園の設置及び管理に要する費
用の負担などに関する事務
（都市公園法）

都府県の区域を越える公園及び緑地
の整備事業に係る負担金の納付を行
う。

建設局 19回

⑥ - 6 港務局の設立の認可などに関する事務
（港湾法）

都道府県知事は、港湾を管理運営す
る港務局を設立における認可を行う。

港湾局 19回

⑥ - 7 公有水面埋立の許可などに関する事務
（公有水面埋立法）

埋立をしようとする者は、都道府県知
事（港湾区域においては港湾管理
者）の免許を受けなければならない。

港湾局 19回 都 都 都

⑥ - 8
市町村公共下水道事業計画の承認などに
関する事務
（下水道法）

流域別下水道整備総合計画の策定、
公共下水道管理者（二以上の市町村
を跨ぐ公共下水道）としての事務、流
域下水道管理者としての事務、政令
で定める都道府県の許可、指示など

都市整備局 19回 都 都 都

対象外

対象外

⑥上記以外の府県事務

対象外

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 9
区市町村施行の市街地再開発事業の認可
などに関する事務
（都市再開発法）

①事業計画（設計の概要）の認可及
び国土交通大臣、関係区市町村長へ
関係図書の送付②権利変換計画及
び管理処分計画の認可③特定建築
者の決定の承認④区市町村施行者
に対する報告、勧告等⑤区市町村施
行者に対する是正の要求⑥管理規約
（建物の区分所有等に関する法律の
特例）の同意

都市整備局 19回 都 都 都

⑥ - 10
都道府県等が実施する土地区画整理事業
に係る事務
（土地区画整理法）

都道府県が土地区画整理事業を施
行することができる。

都市整備局 19回

⑥ - 11 建築審査会の設置などに関する事務
（建築基準法）

建築基準法に規定する各種許可の前
提としての同意及び建築基準法第94
条第１項の審査請求に対する裁決に
ついての議決等を行う附属機関であ
る建築審査会の事務局として、毎月
の審査会開催に関する事務、審査請
求に係る事務等を行っている。

都市整備局 20回 都 都 都

⑥ - 12 建設業の許可などに関する事務
（建設業法）

建設業法に基づき、建設業（28業種）
の許可及び建設業者の指導監督など
の事務を行う。

都市整備局 20回 都 都 都

⑥ - 13
二級建築士・木造建築士の試験などに関す
る事務
（建築士法）

建築士法では、一級建築士、二級建
築士及び木造建築士の制度を定めて
いる。都は、建築士法に基づき、二級
建築士及び木造建築士の試験、建築
士及び建築士事務所の登録等の事
務を行っている。また、建築士及び建
築士事務所の業務の適正化を確保
するため、建築士法に基づき指導監
督等に関する事務を行っている。

都市整備局 19回 都 都 都

⑥ - 14
市町村に対する準景観地区の指定の同意
などに関する事務
（景観法）

市町村が準景観地区を指定する際、
都道府県知事に協議し同意を得る必
要がある。

都市整備局 19回 都 都 都

⑥ - 15
宅地造成に関する工事の許可などに関する
事務
（宅地造成等規制法）

宅地造成工事規制区域内での工事
についての許可の事務を行う。

都市整備局 19回

⑥ - 16
土砂災害警戒区域の指定などに関する事務
（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
の推進に関する法律）

土砂災害警戒区域等における土砂災
害防止対策の推進に関する法律に基
づき、土砂災害から住民の生命を守
るため、土砂災害のおそれがある区
域についての危険の周知、警戒避難
体制の整備、住宅等の新規立地の抑
制などに関する事務を行う。

建設局 20回 都 都 都

⑥ - 17
高齢者円滑入居賃貸住宅の登録などに関
する事務
（高齢者の居住の安定確保に関する法律）

高齢者の居住の安定確保に関する法
律に基づき、高齢者の居住の安定確
保に関する法律に基づき、高齢者の
居住の安定の確保を図るため高齢者
円滑入居賃貸住宅の登録などの事務
を行う。

都市整備局 20回 都 区 是非

⑥ - 18
事業主体に対する指導監督などに関する事
務
（公営住宅法）

都は、区市町村が、公営住宅整備事
業などの基幹事業に対する取組を進
めると同時に、地域の実情に応じた
様々な住宅施策を実施することができ
るよう、区市町村の取組を支援（地域
住宅計画の共同作成、国費・都費に
関する事務等）する。

都市整備局 19回 都 都 都

⑥ - 19
宅地建物取引主任者の試験などに関する事
務
（宅地建物取引業法）

宅地建物取引主任者資格試験に関
する事務は、宅地建物取引業法第１６
条の２の規定に基づき、指定試験機
関である（財）不動産適正取引推進機
構に委任している。①宅地建物取引
業者の免許の交付、取消、変更、監
督等②宅地建物取引主任者の試験、
宅地建物取引業審議会

都市整備局 19回 都 都 都

対象外
（C-15で検討）

対象外
（④-50で検討）

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 20 不動産鑑定業者の登録などに関する事務
（不動産の鑑定評価に関する法律）

不動産の鑑定評価に関する法律に基
づき、不動産の鑑定評価に関する法
律に基づき、不動産鑑定業の登録及
び都内に主たる事務所を置く大臣登
録業者に関する経由事務などの事務
を行う。

都市整備局 20回 都 都 都

⑥ - 21
不動産特定共同事業の許可などに関する事
務
（不動産特定共同事業法）

不動産特定共同事業法に基づき、不
動産事務所の設置許可及び都内に
主たる事務所を置く大臣許可の業者
に関する経由事務などの事務を行う。

都市整備局 20回 都 都 都

⑥ - 22
都道府県国土利用計画の策定などに関する
事務
（国土利用計画法）

都道府県国土利用計画の策定、変更
などの事務を行う。

都市整備局 19回 都 都 都

⑥ - 23
土地開発公社の定款の認可などに関する事
務
（公有地の拡大の推進に関する法律）

市町村が設立する土地開発公社に係
る認可などの事務を行う。

総務局 19回 都 都 都

⑥ - 24 公害防止計画の作成などに関する事務
（環境基本法）

法第17条に基づく法定計画として、現
に公害が著しい地域等について公害
防止を目的とする地域計画であり、環
境大臣の指示により東京地域公害防
止計画を策定する。策定に係る庁内
関係部署・区市等との調整、環境省と
の協議、毎年の現況調査等の事務を
行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 25 公害審査会の設置などに関する事務
（公害紛争処理法）

公害審査会は、民事上の公害紛争を
裁判外で迅速かつ適正に解決するこ
とを目的として都道府県に設置されて
いる（知事の附属機関）。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 26

窒素酸化物総量削減計画の策定などに関
する事務
（自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質
の特定地域における総量の削減等に関する特別措
置法）

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づき、二酸
化窒素及び浮遊粒子状物質に係る
環境基準を平成２２年度までに全ての
測定局で達成することを目標として、
ディーゼル車規制など単体対策の推
進のほか、ＴＤＭや道路ネットワーク
の整備などの施策の実施により、ＮＯ
ｘ・ＰＭの総量を削減する計画を策定
する。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 27 上乗せ基準の設定などに関する事務
（大気汚染防止法）

大気汚染を防止するため、条例でより
厳しい基準を定めることができる。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 28 上乗せ基準の設定などに関する事務
（水質汚濁防止法）

水質汚濁防止対策を推進するため、
上乗せ排水基準の設定及び水質汚
濁防止法対象外の項目や施設に対
し、条例により規制を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 29
温泉の掘削、動力装置の許可などに関する
事務
（温泉法）

温泉をゆう出させる目的で行う土地を
掘削、増掘又は動力の装置に係る許
可、立入検査等を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 30 上乗せ基準の設定などに関する事務
（ダイオキシン類対策特別措置法）

ダイオキシン類対策特別措置法によ
る規制基準値では良好な環境が維持
できない場合、自治体の条例によりダ
イオキシン類対策特別措置法で定め
る基準値より厳しい基準値を定める事
が出来る。ダイオキシン類対策特別措
置法の規制対象以外についても規制
対象とする場合もある。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 31 廃棄物再生事業者の登録に関する事務
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
に基づき、廃棄物再生事業者の登録
の事務を行う。

環境局 20回 都 区 是非

⑥ - 32 解体工事業者の登録などに関する事務
（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）

建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律に基づき、解体工事業者
の登録などに関する事務を行う。

都市整備局 20回 都 都 都

⑥ - 33
引取業者の登録などに関する事務
（再掲）

※②-6へ区分変更

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 34

第一種フロン類回収業者の登録などに関す
る事務
（特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の
確保等に関する法律）

特定製品に係るフロン類の回収及び
破壊の実施の確保等に関する法律に
基づき、特定製品に係るフロン類の回
収及び破壊の実施の確保等に関する
法律に基づき、フロン類の回収業者
等の登録、フロン類の破壊業者の許
可及び事業者に対する立入検査の実
施などの事務を行う。

環境局 20回 都 都 都

⑥ - 35 浄化槽検査機関の指定などに関する事務
（浄化槽法）

浄化槽工事業者の登録及び水質検
査を行う検査機関の指定等を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 36
都道府県自然環境保全審議会の設置など
に関する事務
（自然環境保全法）

自然保護条例及び自然環境関連法
令に基づく案件を審議する本審議会
及び各部会（計画、規制、鳥獣、温泉
部会）の開催（本審議会年3回程度、
部会年15回程度）及び運営管理、委
員の選任及び解任、委員報酬等の支
払い等を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 37
国定公園に関する公園事業の執行などに関
する事務
（自然公園法）

国定公園の保護又は利用のための施
設に関する事業を行う。

環境局 19回

⑥ - 38 鳥獣保護事業計画の策定などに関する事務
（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律）

国の定める基本指針に基づき、鳥獣
保護事業計画及び特定鳥獣保護管
理計画の策定等を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 39
製造保安責任者試験等の実施などに関する
事務
（高圧ガス保安法）

製造保安責任者試験、販売主任者試
験の実施に関する事務を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 40

液化石油ガス設備士試験の実施などに関す
る事務
（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律）

液化石油ガス設備士試験の実施に関
する事務を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 41
火薬類取扱保安責任者に係る試験などに関
する事務
（火薬類取締法）

丙種火薬類製造責任者試験、火薬類
取扱保安責任者試験の実施に関する
事務を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 42 猟銃製造業者等の許可などに関する事務
（武器等製造法）

武器等製造法に基づき猟銃等の製
造、販売事業について、法令に定め
た技術基準に適合しているか否かを
審査し、適合している場合は許可を行
う。また、猟銃等の保管・取扱が適正
に確保されているか等の立入検査・指
導を実施している。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 43 電気工事士免状の交付などに関する事務
（電気工事士法）

電気工事士法第４条に基づく、第一
種電気工事士免状及び第二種電気
工事士免状の交付を行う。また、免状
の紛失等に伴う免状の再交付、氏名
変更に伴う免状の書換え事務を行う。

環境局 19回 都 都 都

⑥ - 44 電気工事業者の登録などに関する事務
（電気工事業の業務の適正化に関する法律）

電気工事業の業務の適正化に関する
法律に基づき、一般家庭、商店等及
びビル、工場等の電気工作物の保安
を確保するため、電気工事業を営む
者の登録、各種届出書の受理及び電
気工事業者の業務の規制などの事務
を行う。

環境局 20回 都 都 都

⑥ - 45
電気用品販売業者の立入検査などに関する
事務
（電気用品安全法）

電気用品販売事業者に対する立入
検査などの事務を行う。

環境局 19回

⑥ - 46
都道府県老人福祉計画の策定などに関する
事務
（老人福祉法）

市町村老人福祉計画の達成に資する
ため、各区市町村を通ずる広域的な
見地から、老人福祉事業の供給体制
の確保に関する計画の策定等を行
う。

福祉保健局 19回 都 都 都

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 47 介護保険審査会の設置などに関する事務
（介護保険法）

介護保険審査会の設置及び介護支
援専門員の登録･試験･研修に関する
事務、都道府県介護保険事業支援計
画の策定等を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 48
都道府県医療費適正化計画の策定などに
関する事務
（高齢者の医療の確保に関する法律）

国の医療費適正化基本方針に即し
て、5年ごとに都道府県における医療
費適正化を推進するための計画策
定、後期高齢者医療審査会の設置、
保険医療機関等の指導等を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 49
市町村が設置する障害者支援施設に対する
監督などに関する事務
（障害者自立支援法）

適正な事業運営及び施設運営を図る
ことを目的として、特別区が設置した
障害者支援施設の長に対して、都道
府県知事が報告の徴収や立入検査、
事業の停止や廃止を命ずること。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 50
身体障害者更生相談所の設置などに関する
事務
（身体障害者福祉法）

市町村の更生援護の実施に関して、
市町村相互間の連絡調整や必要な
援助等を行うこと。

福祉保健局 19回

⑥ - 51
知的障害者更生相談所の設置などに関する
事務
（知的障害者福祉法）

市町村の更生援護の実施に関して、
市町村相互間の連絡調整や必要な
援助等を行うこと。

福祉保健局 19回

⑥ - 52 精神科病院の設置などに関する事務
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）

精神科病院を設置すること。都では都
立松沢病院を設置している。市町村
に対する必要な援助及び市町村相互
間の連絡調整を行うこと。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 53 保育士試験の実施などに関する事務
（児童福祉法）

保育士試験を実施し、保育士証の交
付及び保育士登録簿の整備などを行
う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 54 婦人相談所の設置などに関する事務
（売春防止法）

「東京都女性相談センター」を設置
し、婦人相談員による相談業務及び
一時保護などを行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 55
不妊手術又は人工妊娠中絶の結果の届出
の受理などに関する事務
（母体保護法）

不妊手術又は人工妊娠中絶を行つ
た医師に義務付けらている都道府県
知事に対する届出を受理する。

福祉保健局 19回

⑥ - 56
児童手当に要する費用の負担などに関する
事務
（児童手当法）

児童を養育する者に対し区が支給す
る児童手当の費用について、区から
の申請に基づき国の法定負担分の交
付申請などを行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 57
児童扶養手当に要する費用の負担などに関
する事務
（児童扶養手当法）

父と生計を同じくしていない児童に対
し区が支給する児童扶養手当の費用
について、区からの申請に基づき国
の法定負担分の交付申請などを行
う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 58
受給資格及び手当の額の認定などに関する
事務
（特別児童扶養手当等の支給に関する法律）

特別児童扶養手当の受給資格及び
手当の額について、手帳又は医師の
診断書に基づき障害の程度を認定す
る。なお、認定事務は東京都心身障
害者福祉センターで行っており、申請
者から提出された診断書に基づき、
東京都の医師が審査し認定してい
る。

福祉保健局 20回 都 区 是非

⑥ - 59

教育、保育等を総合的に提供する施設の認
定などに関する事務
（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律）

認定こども園の認定などを行う。 福祉保健局 21回 区 区 区

⑥ - 60
市町村が行う同法の施行に関する事務につ
いての監査などに関する事務
（生活保護法）

市町村が行う生活保護事務について
検査、指示及び助言を行い、より適正
かつ効率的に運営できるよう指導援
助する。

福祉保健局 19回 都 都 都

対象外

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 61
国民健康保険の保険者に対する指導などに
関する事務
（国民健康保険法）

保険者が行う国保事業が健全に運営
されるよう、報告の徴収及び実地検
査、必要な指導等を行う。また、国保
組合・国保連の設立認可、保険医療
機関等の指導、国保審査会の設置等
を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 62
都道府県福祉人材センターの指定などに関
する事務
（社会福祉法）

社会福祉事業の従事者確保を目的
に設立された社会福祉法人を、都道
府県ごとに１ヶ所に限り福祉人材セン
ターとして指定･監督等を行う。また、
都道府県地域福祉支援計画（任意）
を策定する。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 63 被爆者健康手帳の交付などに関する事務
（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律）

被爆事実を証明できる書類、申請者
本人、証明人からの事情聴取や関係
資料を基に事実確認し、被爆者健康
手帳の交付等を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 64 恩給調査進達などに関する事務
（恩給法）

旧軍人・軍属等及びこれらの遺族に
関する各種恩給請求の受付、履歴調
査並びに進達事務。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 65 遺族年金等調査進達などに関する事務
（戦傷病者戦没者遺族等援護法）

戦傷病者や戦没者の遺族に対する各
種年金や一時金の請求書等の受理、
調査、進達事務。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 66 人材確保支援計画の策定などに関する事務
（地域保健法）

町村の申出に基づき、地域保健対策
を円滑に実施するための人材確保ま
たは資質向上の支援に関する計画を
定めることができる。

福祉保健局 19回

⑥ - 67
都道府県健康増進計画の策定などに関する
事務
（健康増進法）

国が策定する基本方針を勘案し、都
道府県の住民の健康の増進の推進に
関する施策についての基本的な計画
を策定する。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 68 栄養士の免許交付などに関する事務
（栄養士法）

厚生労働大臣の指定した養成施設
（都内は31施設）において栄養士とし
て必要な知識及び技能を修得した者
に対して免許を交付し、栄養士名簿
の整備などを行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 69 予防接種の実施の指示などに関する事務
（予防接種法）

市町村長は保健所長（特別区の場合
は都知事）の指示を受けて、定期予
防接種（ジフテリア、百日せき、ポリ
オ、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷
風、結核、インフルエンザ）を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 70
クリーニング師免許試験の実施などに関する
事務
（クリーニング業法）

クリーニングの業務が適正に行われる
よう、営業者が衛生上講ずべき措置
の基準を定める条例制定の事務を行
う。

福祉保健局 21回 都 区 是非

⑥ - 71
条例による衛生上の措置の基準の制定など
に関する事務
（理容師法）

理容の業務が適正に行われるよう、営
業者が衛生上講ずべき措置の基準を
定めるなどの条例制定の事務を行う。

福祉保健局 21回 都 区 是非

⑥ - 72
条例による衛生上の措置の基準の制定など
に関する事務
（美容師法）

美容の業務が適正に行われるよう、営
業者が衛生上講ずべき措置の基準を
定めるなどの条例制定の事務を行う。

福祉保健局 21回 都 区 是非

⑥ - 73
水道事業認可（給水人口が五万人を超える
ものを除く）などに関する事務
（水道法）

飲料水の安全を確保するため、水道
事業（６事業）、簡易水道事業（１５事
業）の認可を行うこと。

福祉保健局 19回

⑥ - 74 調理師試験の実施などに関する事務
（調理師法）

調理師試験、免許の交付、従事者届
の受理等を実施。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 75 製菓衛生師試験の実施などに関する事務
（製菓衛生師法）

製菓衛生師試験、免許の交付に関す
る事務等を実施。

福祉保健局 19回 都 都 都

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 76

狂犬病発生時の厚生労働大臣への報告及
び隣接都道府県知事への通報などに関する
事務
（狂犬病予防法）

狂犬病発生時に、狂犬病のまん延防
止を図るため、都道府県知事は、保
健所長からの報告を受け、厚生労働
大臣へ報告し、かつ隣接都道府県知
事へ通報を行うこと。

福祉保健局 19回

⑥ - 77
動物愛護管理推進計画の策定などに関する
事務
（動物の愛護及び管理に関する法律）

環境大臣の定める基本指針に即し
て、都道府県の区域内における動物
の愛護及び管理に関する施策を推進
するための計画を定める。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 78 医療計画策定などに関する事務
（医療法）

厚生労働大臣の定める基本方針に即
して、かつ、地域の実情に応じて、当
該都道府県における医療提供体制の
確保を図るための計画を定める。ま
た、都道府県審議会を設置する。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 79 准看護師試験の実施などに関する事務
（保健師助産師看護師法）

准看護師試験を実施し、免許の交付
及び准看護師籍の整備を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 80 歯科衛生士届出の受理などに関する事務
（歯科衛生士法）

歯科衛生士学校養成所が行う主務大
臣への申請等の経由事務などを行
う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 81 歯科技工士届出の受理などに関する事務
（歯科技工士法）

厚生労働大臣が行う試験を第1号法
定受託事務として実施する。免許の
申請等の経由及び歯科技工士学校
養成所が行う申請等の経由事務など
を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 82 地方薬事審議会の設置などに関する事務
（薬事法）

一般用医薬品の販売等を担う登録販
売者としての資質を確認するための
試験及び登録を行う。

福祉保健局 21回 都 都 都

⑥ - 83 薬剤師届出の受理などに関する事務
（薬剤師法）

薬剤師が隔年で厚生労働省大臣に
対して行う、業務従事者届の経由を
行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 84
毒物又は劇物の販売業の登録などに関する
事務
（毒物及び劇物取締法）

毒物劇物取扱者試験を実施。 福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 85
麻薬卸売業者などの免許交付などに関する
事務
（麻薬及び向精神薬取締法）

麻薬卸売業者等の免許を与え、監督
及び麻薬中毒者に対する措置を行
う。また、向精神薬卸売業者等の免許
を与え、向精神薬試験研究施設設置
者の登録を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 86 大麻取扱者の免許交付などに関する事務
（大麻取扱法）

大麻取扱者（大麻栽培者及び大麻研
究者）に免許を与え、必要な監督等を
実施する。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 87 覚せい剤施用機関の指定などに関する事務
（覚せい剤取締法）

覚せい剤施用機関（診療上覚せい剤
の施用を必要とする病院又は診療
所）及び覚せい剤研究者等を指定
し、必要な監督等を実施する。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 88

定期健康診断等の実施の指示などに関する
事務
（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律）

市町村長は保健所長（特別区の場合
は都知事）の指示を受けて、定期の健
康診断を行う。

福祉保健局 19回 都 都 都

⑥ - 89 組織変更の届出の受理などに関する事務
（中小企業団体の組織に関する法律）

商工組合の組織変更の届出等
協業組合から事業協同組合への組織
変更の届出等

産業労働局 20回 都 都区 是非

⑥ - 90
認可取消に係る清算人の選任などに関する
事務
（中小企業等協同組合法）

火災共済協同組合、信用協同組合、
協同組合連合会等の認可など組合が
解散したときの清算人の選任など都
道府県中央会に関する事務

産業労働局 19回 都 都 都

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 91 決算関係書類の提出受領などに関する事務
（商工会法）

商工会の決算関係書類を確認の上
受領する。

産業労働局 19回

⑥ - 92
収支決算、事業の状況等の報告徴取などに
関する事務
（商工会議所法）

商工会議所の収支決算、事業の状況
等の書類を確認の上受領する。

産業労働局 19回

⑥ - 93 採石業者の登録などに関する事務
（採石法）

採石業者の登録、採取計画の認可、
指導等の事務を行う。

産業労働局 19回

⑥ - 94 砂利採取業者の登録などに関する事務
（砂利採取法）

砂利採取業者の登録、採取計画の認
可、指導等の事務を行う。

産業労働局 19回

⑥ - 95 貸金業の登録などに関する事務
（貸金業法）

貸金業法に基づき、資金需要者等の
利益の保護を図るため、貸金業の登
録や登録業者の指導、立入検査など
の事務を行う。

産業労働局 20回 都 都 都

⑥ - 96 旅行業の登録などに関する事務
（旅行業法）

旅行業法に基づき、旅行の安全の確
保を図るため、旅行業又は旅行業者
代理店の登録などの事務を行う。

産業労働局 20回 都 都 都

⑥ - 97 通訳案内士の登録などに関する事務
（通訳案内士法）

通訳案内士法に基づき、外国人観光
客に対する接遇の向上を図るため、
通訳案内士の登録などの事務を行
う。

産業労働局 20回 都 都 都

⑥ - 98
国際観光ホテルへの立入検査などに関する
事務
（国際観光ホテル整備法）

国際観光ホテル整備法に基づき、外
客に対する接遇の充実を図るため、
国際観光ホテルに対し立入検査など
の事務を行う。

産業労働局 20回 都 区 是非

⑥ - 99
農業振興地域整備基本方針の作成などに
関する事務
（農業振興地域の整備に関する法律）

農業振興地域整備基本方針の作成、
国への協議などに関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑥ - 100 普及指導センターの設置などに関する事務
（農業改良助長法）

地域の特性に即した農業の振興を図
るため普及指導センターの設置等に
関する事務を行う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 101 土地改良区の設立の認可などに関する事務
（土地改良法）

土地改良区の設立、合併、解散に係
る認可などに関する事務を行う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 102 買収令書の交付及び縦覧などに関する事務
（農地法）

買収令書の作成、交付、農業委員会
への謄本送付などに関する事務を行
う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 103
組合の信用事業規程の承認などに関する事
務
（農業協同組合法）

農業者の経済的社会的地位の向上
を図るため農業協同組合等が行う信
用事業規程の承認等に関する事務を
行う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 104 家畜商の免許などに関する事務
（家畜商法）

業務の健全な運営を図るため家畜商
の免許の交付等に関する事務を行
う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 105 家畜保健衛生所の設置などに関する事務
（家畜保健衛生所法）

地方における家畜衛生の向上を図る
ため家畜保健衛生所の設置等に関
する事務を行う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 106 地域森林計画の策定などに関する事務
（森林法）

森林の保続培養と森林生産力の増進
とを図るため地域森林計画の策定等
に関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑥ - 107 都道府県連合会の監査規程の承認
（森林組合法）

森林組合連合会の業務又は会計の
状況の検査などに関する事務を行う。

産業労働局 19回

⑥ - 108 保護水面の指定などに関する事務
（水産資源保護法）

水産資源の保護培養を図るため保護
水面の指定や管理、管理計画の策定
等に関する事務を行う。

産業労働局 19回 都 都 都

対象外

対象外

対象外

対象外

対象外

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 109 漁船の登録などに関する事務
（漁船法）

漁船の性能向上を図るため漁船の建
造、改造の許可や漁船の登録、検認
等に関する事務を行う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 110 職業転換給付金の支給などに関する事務
（雇用対策法）

労働者の職業の安定と経済的社会的
地位の向上を図るため、職業転換給
付金の支給等に関する事務を行う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 111
障害者雇用支援センターの指定などに関す
る事務
（障害者の雇用の促進等に関する法律）

障害者の雇用の促進等に関する法律
に基づき、障害者の職業の安定を図
るため、障害者就業・生活支援セン
ターの指定及び監督などの事務を行
う。

産業労働局 20回 都 都 都

⑥ - 112
都道府県職業能力開発計画の策定などに
関する事務
（職業能力開発促進法）

職業の安定と労働者の地位の向上を
図るため職業能力開発計画の策定等
に関する事務を行う。

産業労働局 19回 都 都 都

⑥ - 113
都道府県卸売市場整備計画の策定などに
関する事務
（卸売市場法）

農林水産大臣の定める「卸売市場整
備基本方針」及び「中央卸売市場整
備計画」に即して都道府県卸売市場
整備計画を定め、卸売市場の整備を
計画的に実施することに関する事務、
都道府県卸売市場審議会に関する
事務。

中央卸売市場 19回 都 都 都

⑥ - 114
教育委員会の設置に関する事務
（地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律）

都道府県は教育委員会を設置する。 教育庁 19回 都 都 都

⑥ - 115 学校の設置の届出受理などに関する事務
（学校教育法）

市町村の設置する幼稚園、小中学校
等は都教委が、私立の幼稚園等は都
知事が認可する。

教育庁 20回

⑥ - 116

県費負担教職員の定数の設定などに関する
事務
（地方教育行政の組織及び運営に関する法律・公立
義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準
に関する法律）

教職員定数は、都道府県の条例で定
める。市町村別・種類ごとの定数は都
教委が定める。

教育庁 19回 区 区 区

⑥ - 117
県費負担教職員の給与の負担などに関する
事務
（市町村立学校職員給与負担法）

市町村立学校職員の給与等は都道
府県の負担とする。

教育庁 19回 区 区 区

⑥ - 118
学校給食の開設等の届出受理などに関する
事務
（学校給食法）

市町村立小中学校等の学校給食の
開設、廃止等の届出を受理する。

教育庁 19回 都 都 都

⑥ - 119 教員免許状の授与などに関する事務
（教育職員免許法）

教育職員免許状の授与、検定、更
新、書換え又は再交付及び授与証明
書等に関する事務を行う。

教育庁 19回 都 都 都

⑥ - 120 私立学校審議会の設置などに関する事務
（私立学校法）

都道府県知事が所轄する私立学校に
関する設置、廃止等を行う場合は、あ
らかじめ私立学校審議会の意見を聴
かなければならない。

生活文化局 19回 都 都 都

⑥ - 121 学校法人からの報告徴収などに関する事務
（私立学校振興助成法）

私立学校振興助成法の規定により助
成を受ける学校法人に対して、会計
の状況の検査、是正命令等を行う。

生活文化局 19回 都 都 都

⑥ - 122
区市町村立公民館の職員研修などに関する
事務
（社会教育法）

公民館職員の研修、法人の設置する
公民館の事業停止命令等に関する事
務を行う。

教育庁 19回

⑥ - 123

地域生涯学習振興基本構想の作成などに
関する事務
（生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整
備に関する法律）

都道府県内における地域生涯学習振
興基本構想の作成、生涯学習審議会
の設置に関する事務を行う。

教育庁 19回 都 都 都

対象外

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 124 国民体育大会の共同開催などに関する事務
（スポーツ振興法）

国民の心身の健全な発達を図るため
国民体育大会等に関する事務を行
う。

総務局 19回 都 都 都

⑥ - 125
重要文化財の管理又は修復の指揮監督な
どに関する事務
（文化財保護法）

文化財保護法に基づき、重要文化財
の保存管理又は修理についての指揮
監督などの事務を行う。

教育庁 20回 都 都区 是非

⑥ - 126 銃砲刀剣類の登録などに関する事務
（銃砲刀剣類所持等取締法）

銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、
美術品若しくは骨とう品として価値の
ある古式鉄砲又は美術品として価値
のある刀剣類の登録などに関する事
務を行う。

教育庁 20回 都 都 都

⑥ - 127
割賦販売事業者に対する立入検査などに関
する事務
（割賦販売法）

営業所及び代理店が一の都道府県
内のみにある場合に、割賦販売業者
等に対する立入検査等を行う。

生活文化局 20回 都 都 都

⑥ - 128
訪問販売事業者等に対する指示などに関す
る事務
（特定商取引に関する法律）

不適正な取引を行なっている疑いの
ある事業者を調査し、必要に応じて事
業者指導、行政処分等を行い、不適
正取引による消費者被害の未然・拡
大防止を図る。

生活文化局 20回 都 都 都

⑥ - 129
消費生活協同組合の設立認可などに関する
事務
（消費生活協同組合法）

消費生活協同組合法に基づき、組合
設立の認可、検査等を行うほか、東京
都生活協同組合連合会と連携を図り
ながら、管理運営に関する助言指導、
管理運営状況等の調査等を行う。

生活文化局 20回 都 都 都

⑥ - 130 不適正表示の申出の受理などに関する事務
（家庭用品品質表示法）

主たる事務所及び店舗が複数区にあ
る販売業者について、家庭用品の適
正表示のための指示、公表等を行う。

生活文化局 19回 都 都 都

⑥ - 131
公正取引委員会への措置要求などに関する
事務
（不当景品類及び不当表示防止法）

不当な景品類・表示による顧客の誘
引を防止するため、事業者に対する
指示、立入検査等を行う。また、違反
行為の是正指導などに従わない場合
には、公正取引員会に対し、措置請
求を行う。

生活文化局 20回 都 都 都

⑥ - 132 宗教法人の認証などに関する事務
（宗教法人法）

宗教法人の設立規則の認証、規則変
更、合併・解散の認証、裁判所に対
する解散命令の請求などを行う。

生活文化局 20回 都 都 都

⑥ - 133 公益法人の認定などに関する事務
（民法）

公益目的事業を行う一般社団法人又
は一般財団法人の公益認定、事業運
営に係る監督等を行う。

生活文化局 20回 都 都 都

⑥ - 134

特定非営利活動法人の認証などに関する事
務（２以上の市町村の区域内に事務所を設
置する特定非営利活動法人に係るものに限
る。）
（特定非営利活動促進法）

特定非営利活動法人に関する設立
等の認証申請書の受理・認証、届出
書類等の受理及び法人指導・監督な
どの事務を行う。

生活文化局 19回 都 都 都

⑥ - 135 旅券の作成などに関する事務
（旅券法）

国の発給の指示による一般旅券の作
成、及び記載事項の訂正、査証欄の
増補等の事務を行う。

生活文化局 20回 都 区 是非

⑥ - 136

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策の実施に関する基本的な計
画の策定などに関する事務
（配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律）

国の基本方針に基づき、都道府県の
配偶者暴力防止等の基本計画の策
定を行う。

生活文化局 19回 都 都 都

⑥ - 137 計量器の検定などに関する事務
（計量法）

特定計量器や車両等装置用計量器
（タクシーメーター）について、法で定
める方法により検定や装置検査を行
い、技術上の基準に適合するときは
合格とし、検定証印や装置検査証印
の付与を行う。

生活文化局 20回 都 都区 是非

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 所管局事　　業　　概　　要

評　　価
幹事会

⑥ - 138 行政書士試験の実施などに関する事務
（行政書士法）

行政書士の業務の適正を図るため行
政書士試験の実施等に関する事務を
行う。

総務局 19回 都 都 都

⑥ - 139 警察事務などに関する事務
（警察法）

都民の生活安全・治安等の維持 警視庁 19回 都 都 都

⑥ - 140 公安委員会の設置に関する事務
（地方自治法、警察法）

都道府県知事の所轄の下に公安委
員会を設置する。

警視庁 19回 都 都 都

⑥ - 141
都道府県地域防災計画の作成などに関する
事務
（災害対策基本法）

総合的かつ計画的な防災行政の整
備及び推進を図るため都道府県地域
防災計画の作成等に関する事務を行
う。

総務局 19回 都 都 都

⑥ - 142 災害救助の実施などに関する事務
（災害救助法）

災害にかかった者の保護と社会の秩
序の保全を図るため災害救助の実施
等に関する事務を行う。

総務局 19回 都 都 都

⑥ - 143 自衛隊派遣要請などに関する事務
（自衛隊法）

大規模災害が発生した場合の迅速な
救援を行うため自衛隊派遣要請等に
関する事務を行う。

総務局 19回 都 都 都

⑥ - 144 都道府県税の賦課徴収などに関する事務
（地方税法）

都道府県税の賦課徴収等に関する事
務を行う。

主税局 19回

⑥ - 145 統計調査員の設置などに関する事務
（統計法）

統計制度の改善発達を図るため統計
調査員の設置等に関する事務を行
う。

総務局 19回 都 都 都

対象外

(注）「結果」欄の「役割」は「都区の役割を見直す方向で検討」と方向性を整理したもの
また「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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区 役割 是非 都 その他 対象外

知事本局 1 1

青少年・治安対策本部 3 3

総務局 6 2 1 3

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
招致本部

1 1

生活文化局 7 2 5

スポーツ振興局 3 2 1

都市整備局 19 9 8 2

環境局 8 5 3

福祉保健局 41 12 27 2

産業労働局 8 2 6

中央卸売市場 1 1

建設局 1 1

港湾局 1 1

水道局 1 1

教育庁 5 1 4

病院経営本部 1 1

交通局 1 1

合　　　　　計 108 37 62 9

次頁以降の網掛けの色の分類

３「赤色」　は、「検討対象外」として整理した事務。

１「黄色」　は、「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討する」と整理した事務。

２「緑色」　は、「都に残す方向で検討する」と整理した事務。

≪　任意共管事務　≫

　この資料は、平成２１年１２月の第２３回幹事会から平成２３年１月の第
２８回幹事会までに検討された「任意共管事務（Ａ～Ｇの事務：任意の判断
により実施している事務や個別の法令で都と区のいずれもが行える事務な
ど）」１０８項目について、検討結果の概要を取りまとめたものです。

（参考）都の局別検討状況

所管 計

「緑色」

「赤色」

「黄色」
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都 区 結果

Ａ - 1
都市外交の推進に関する事務（アジア大都
市ネットワーク２１など）
（アジア大都市ネットワーク21規約等）

姉妹友好都市をはじめとした海外諸
都市との交流、「アジア大都市ネット
ワーク21」によるアジアの首都及び大
都市との連携等を行う。

知事本局 28回 都 都 都

Ａ - 2
治安対策に関する事務（防犯ネットワーク支
援など）
（東京都安全安心まちづくり条例等）

都民の体感治安を改善するため、不
法滞在外国人対策など犯罪のない東
京の実現を目指した取組を推進して
いる。また、「東京都安全･安心まちづ
くり条例」に基づき、安全･安心まちづ
くり等を推進している。

青少年・治安対
策本部

23回 都 都区 是非

Ａ - 3
青少年施策に関する事務（心の東京革命の
推進など）
（東京都青少年の健全な育成に関する条例等）

青少年の自立性と社会性を育成する
ための環境を整備していくことを基本
に、ひきこもり対策などの若者の自
立、非行少年の立ち直り支援、東京
都青少年･健全育成条例の運用等の
取組を行う。

青少年・治安対
策本部

23回 都 都区 是非

Ａ - 4
交通安全対策に関する事務（集中的な渋滞
対策、違法駐車対策の推進など）
（交通安全対策基本法等）

都内の区域における陸上交通の安全
に関する施策を、長期的視野に立ち
総合的に推進するための総合調整を
行うとともに、交通安全に係る普及啓
発や集中的な渋滞対策等を推進して
いる。

青少年・治安対
策本部

23回 都 都区 是非

Ａ - 5 東京オリンピックの招致に関する事務
（東京都組織規程等）

国際オリンピック委員会に対する招致
活動、招致に向けた機運の醸成等を
行う。

東京オリンピック
パラリンピック
招致本部

28回

Ａ - 6 東京マラソン事業の補助に関する事務
東京マラソン組織委員会に対する補
助等を行う。

スポーツ振興局 28回

Ａ - 7 情報基盤の整備に関する事務
（都区市町村IT推進協議会規約等）

区市町村等と連携した電子自治体の
構築、地域の情報化の推進等を行う。

総務局 28回

Ａ - 8
公立大学法人首都大学東京の支援に関す
る事務
（地方独立行政法人法等）

公立大学法人首都大学東京の業務
の評価及び支援に関する事務、法人
に対する指揮監督に関する事務を行
う。

総務局 23回 都 都 都

Ａ - 9 防災管理に関する事務
（東京都震災対策条例等）

危機管理に係る情報の収集、調査、
分析等に関する事務、防災に係る調
査などの事務を行う。

総務局 23回 都 都区 是非

Ａ - 10 統計に関する事務
（東京都財政収支調査要綱等）

統計調査、統計の分析加工、統計情
報の提供等を行う。

総務局 28回

Ａ - 11 人権対策に関する事務
（人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等）

都民一人ひとりの人権が尊重される
社会を実現するため、人権施策の企
画立案や調整、人権尊重の理念等の
普及啓発、研修、人権問題に係る相
談などを行う。

総務局 23回 都 都区 是非

Ａ - 12 病院事業に関する事務
（東京都立病院条例等）

病院経営本部 28回

1 (1) 都立病院事業に関する事務 都立病院の運営を行う。 都 都 都

2 (1) 公社立病院事業に関する事務
地域病院の運営を行う財団法人東京
都保健医療公社に対する指導監督、
運営費の補助等を行う。

都 都 都

Ａ - 13 交通事業に関する事務
（地方公営企業法・鉄道事業法等）

交通局 28回

1 (1) 自動車運送事業に関する事務
乗合バス事業、貸切バス事業、特定
バスによる旅客運送を行う。

都 都 都

２　任意共管事務　

【総務分野など】Ａ

対象外

対象外

対象外

対象外

事　務　名 事　　業　　概　　要 幹事会
評　　価

所管局

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 事　　業　　概　　要 幹事会

評　　価
所管局

2 (1) 軌道事業に関する事務 路面電車による旅客運送を行う。 都 都 都

3 (1) 新交通事業に関する事務
新交通システムによる旅客運送を行
う。

都 都 都

4 (1) 懸垂電車事業に関する事務
懸垂電車（モノレール）による旅客運
送を行う。

都 都 都

5 (1) 高速電車事業に関する事務 地下高速電車による旅客運送を行う。 都 都 都

Ａ - 14 工業用水道事業に関する事務
（工業用水道事業法等）

工業用水等の供給を行う。 水道局 28回 都 都区 是非

Ａ - 15 と場の管理運営に関する事務
（と畜場法等）

と場の管理運営、と畜解体業務を行
う。
（都立芝浦屠場）

中央卸売市場 28回 都 都 都

Ｂ - 1
専門相談に関する事務（一般・交通事故・外
国人相談）
（東京都都民相談事業実施要綱等）

都民からの相談等に対し、適切な助
言や情報提供を行う。

生活文化局 28回 都 都 都

Ｂ - 2 国際交流の推進に関する事務
（東京都在日外国人支援事業助成実施要綱等）

地域国際化推進検討委員会を設置
し、地域国際化推進の課題を検討し、
都政に反映させている。また、民間団
体が行う在住外国人を支援する事業
に助成する事務等を行う。

生活文化局 24回 都 都 都

Ｂ - 3 市民活動の促進に関する事務
（コミュニティ助成事業実施要綱等）

ボランティア、NPO等の市民活動を促
進するとともに、これらの団体との協働
を推進する。

生活文化局 24回 都 都区 是非

Ｂ - 4
男女平等参画推進に関する事務（東京ウィメ
ンズプラザの管理運営など）
（東京ウィメンズプラザ条例等）

男女平等参画社会の実現に向け、東
京ウィメンズプラザの管理運営等を行
う。

生活文化局 24回 都 都 都

Ｂ - 5
消費生活対策に関する事務（消費生活セン
ター事業、公衆浴場対策など）
（東京都消費生活条例等）

生活文化局 24回

1 (1) 消費生活対策に関する事務
消費生活の安定と向上のため、事業
活動の適正化、消費者の支援等を行
う。

都 都 都

2 (1) 公衆浴場対策に関する事務
都民の入浴機会の確保、公衆浴場の
転廃業の防止及び経営の安定を図る
ため、各種助成策を実施する。

都 都区 是非

Ｂ - 6
私立学校教育の助成に関する事務（保護者
負担軽減など）
（私立学校振興助成法等）

私立学校の教育条件の維持向上、保
護者負担の軽減、経営の健全化等を
図るため、各種の助成を行う。

生活文化局 24回 都 都区 是非

Ｂ - 7

文化振興に関する事務（江戸東京博物館・
写真美術館・現代美術館・東京文化会館の
運営など）
（東京都芸術文化発信事業助成金交付要綱等）

生活文化局 24回

1 (1) 文化振興に関する事務
文化の振興を図るため、アーティスト
支援、文化行事等を行う。

都 都 都

2 (1) 江戸東京博物館などの運営に関する事務
東京都江戸東京博物館、東京都写真
美術館、東京都現代美術館及び東京
都美術館の管理運営を行う。

都 都 都

3 (1) 東京文化会館などの運営に関する事務
東京都文化会館及び東京芸術劇場
の管理運営を行う。

都 都 都

【生活・文化分野】Ｂ

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 事　　業　　概　　要 幹事会

評　　価
所管局

Ｂ - 8 スポーツ施設の運営に関する事務
（東京都体育施設条例等）

東京体育館、駒沢オリンピック公園総
合運動場、東京武道館及び東京辰巳
国際水泳場の管理運営を行う。

スポーツ振興局 24回 都 都 都

Ｂ - 9

体育振興に関する事務（競技スポーツ基盤
整備、広域スポーツセンター、スポーツ団
体・大会補助など）
（東京都スポーツ振興基本計画等）

スポーツ及びレクリエーションの普及
振興を図り、都民の心身の健全な発
達に寄与するため、スポーツ活動の
推進等の事務を行う。

スポーツ振興局 24回 都 都 都

Ｃ - 1
建設副産物の再利用の促進に関する事務
（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
等）

公共工事土量調査、東京都建設発生
土利用調整会議の運営、東京都建設
リサイクル推進計画の策定等を行う。

都市整備局 28回 都 都 都

Ｃ - 2 都市基盤調査などに関する事務
（国土調査法等）

都市整備局 25回

1 (1) 総合治水対策に関する事務
豪雨対策、雨水流出抑制等の総合的
な治水対策を推進する。

都 都区 是非

2 (1) 外環に係わるまちづくりの調査に関する事務

東京外かく環状道路の計画区間の地
下化に伴い、地上部街路、関連する
沿線のまちづくり等について調査・検
討を行う。

都 都 都

Ｃ - 3
みどりの新戦略の推進に関する事務（民間
による公園づくりの推進など）
（公開空地等のみどりづくり指針等）

東京の緑の充実を図るため、都市計
画公園の整備推進、民設公園制度の
普及促進等を行う。

都市整備局 25回 都 都区 是非

Ｃ - 4
都市高速鉄道の建設助成に関する事務
（東京都地下高速鉄道整備事業費補助交付要綱
等）

都市交通の混雑緩和と利便性の向上
を図るため、東京都交通局及び東京
地下鉄㈱が行う地下高速鉄道の新線
建設、耐震補強及び大規模改良に対
して、建設費の助成を行う。

都市整備局 26回 都 都 都

Ｃ - 5

首都高速道路整備事業に対する出資に関
する事務
（独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
法等）

区部及びその周辺における自動車交
通の円滑化を図り、首都機能を維持
増進するため、首都高速道路の整備
に対して出資を行い、事業を推進す
る。

都市整備局 25回 都 都 都

Ｃ - 6
バス事業の助成に関する事務（バス走行環
境改善システムの整備など）
（東京都運輸事業振興助成交付金交付要綱等）

バス利用者の利便性の向上等を図る
ため、社団法人東京バス協会、バス
事業者等に対して助成を行う。

都市整備局 28回 都 都 都

Ｃ - 7
新たな鉄道・新交通システムの整備に関す
る事務
（運輸政策審議会第18号答申等）

混雑の緩和、速達性の向上、都市構
造・都市機能の再編整備への対応等
のため、事業者とともに鉄道・新交通
システムの整備を推進する。

都市整備局 26回 都 都 都

Ｃ - 8
京急蒲田駅・日暮里駅鉄道駅総合改善事業
費の補助に関する事務
（鉄道駅総合改善事業費補助交付要綱等）

国の鉄道駅総合改善事業費補助制
度により、鉄道駅の機能向上に係る事
業費を補助する。

都市整備局 28回 都 都 都

Ｃ - 9 羽田空港再拡張に関する事務
（空港法等）

羽田空港再拡張事業費の無利子貸
付、羽田空港の国際化の推進等を行
う。

都市整備局 28回

Ｃ - 10
地下駅火災対策施設の整備助成に関する
事務
（地下駅火災対策設備費補助交付要綱等）

国の地下鉄火災対策基準を満たして
いない地下駅における火災対策施設
の整備に対し、補助を行う。

都市整備局 28回

Ｃ - 11 都市開発資金の借入れなどに関する事務
（都市開発資金の貸付けに関する法律等）

都市計画道路・公園等の区域内の土
地の先行取得に必要な資金につい
て、国からの借入れを行うほか、土地
区画整理事業等に関して国から資金
を借入れ、土地区画整理組合等に対
し、事業に要する経費を無利子で貸し
付ける。

都市整備局 25回 都 都区 是非

対象外

【国土・都市基盤整備分野】Ｃ

対象外

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの

35



都 区 結果
事　務　名 事　　業　　概　　要 幹事会

評　　価
所管局

Ｃ - 12

都市防災施設整備に関する事務（避難場
所・避難道路の見直し、防災密集地域総合
整備、住宅市街地総合整備など）
（東京都震災対策条例等）

都市整備局

1 (1) 避難場所・避難道路の指定に関する事務
震災時の市街地大火から避難者の安
全を確保するため、避難場所・避難道
路の指定を行う。

25回 都 都 都

2 (1) 地域危険度測定調査に関する事務
地震に関する地域の危険度を測定
し、その結果を都民に公表する。

28回 都 都 都

3 (1)
防災都市づくり推進計画の策定などに関す
る事務

木造住宅密集地域の防災対策を推
進するため、防災都市づくり推進計画
の策定、防火規制区域の指定を行う。

28回 都 都区 是非

4 (1)
木造住宅密集地域の整備促進に関する事
務

都市の防災性を向上させるため、区
が行う木造住宅密集地域整備事業等
に対する助成等を行う。

25回 都 都区 是非

5 (1) 住宅市街地総合整備事業などに関する事務
住宅市街地総合整備事業制度要綱
に基づき、当該事業に係る国庫補助
の進達等を行う。

25回 都 都区 是非

Ｃ - 13 土地区画整理事業の助成に関する事務
（東京都土地区画整理事業助成規程等）

土地区画整理事業に対する補助を行
う。

都市整備局 25回 都 都区 是非

Ｃ - 14 街路の整備に関する事務
（都市計画法等）

都市計画道路の整備を行う。 都市整備局 28回 都 都区 是非

Ｃ - 15 都市改造に関する事務
（土地区画整理法等）

都市整備局 25回

1 (1) 土地区画整理事業の施行に関する事務

道路、公園などの公共施設の整備改
善と宅地の利用促進を図るため、土
地の区画形質の変更及び公共施設
の新設又は変更を伴う土地区画整理
事業を施行する。（東京都施行は20ha
以上又は区施行以外の事業）

都 都区 是非

2 (1) 市街地再開発事業の施行に関する事務

市街地における土地の合理的かつ健
全な高度利用と都市機能の更新を図
るため、市街地再開発事業を施行す
る。

都 都区 是非

3 (1) 沿道一体整備事業の施行に関する事務
沿道の効率的な土地利用、防災機能
の向上等を図るため、道路整備と一
体的に沿道まちづくりを進める。

都 都区 是非

Ｃ - 16 しゃれた街並みづくりの推進に関する事務
（東京のしゃれた街並みづくり推進条例等）

都民等の発意を引き出しながら、地域
が取り組むまちづくり活動を魅力ある
街並みの形成に結び付けるため、「街
区再編まちづくり制度」「街並み景観
づくり制度」「まちづくり団体の登録制
度」の運用を行う。

都市整備局 25回 都 区 是非

Ｃ - 17 建築物の耐震改修の促進などに関する事務
（建築物の耐震改修の促進に関する法律等）

耐震化に対する意識啓発、建築物の
耐震化促進を行う。

都市整備局 25回 都 都区 是非

Ｃ - 18 民間住宅施策の推進に関する事務
（特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律等）

総合的なマンション施策、良質で多様
な住宅の供給誘導を推進する。

都市整備局 25回 都 都区 是非

Ｃ - 19 都営住宅の供給に関する事務
（公営住宅法等）

公営住宅法に基づき、都営住宅の建
設・管理を行う。

都市整備局 25回 都 都区 是非

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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Ｃ - 20
公園・動物園・霊園の整備・管理に関する事
務
（都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律等）

建設局 25回

1 (1) 都立公園の整備・管理に関する事務
都市公園法に基づき、都立公園（47
公園（平成21年6月1日現在）うち有料
公園8庭園）の整備・管理を行う。

都 都区 是非

2 (1) 動物園の整備・管理に関する事務

都市公園法に基づき、都立公園内に
設置する公園施設として、動物園（動
物園及び水族園）の整備・管理を行
う。

都 都 都

3 (1) 霊園の整備・管理に関する事務
都立霊園（都内8箇所（うち区部4箇
所））の整備・管理を行う。

都 都 都

4 (1) 青山葬儀所の整備・管理に関する事務
青山葬儀所（斎場）の整備・管理運営
を行う。

都 都 都

5 (1) 瑞江葬儀所の整備・管理に関する事務
瑞江葬儀所（斎場）の整備・管理運営
を行う。

区 都 是非

Ｃ - 21 東京港の整備・管理に関する事務
（港湾法等）

港湾局 25回

1 (1) 港湾施設の整備・管理などに関する事務
港湾施設、海岸保全施設の整備・管
理を行う。

都 都 都

2 (1) 海上公園の整備・管理に関する事務
臨海地域及び水域において海上公
園の整備・管理を行う。

都 都区 是非

Ｄ - 1
環境に係る調査研究に関する事務
（東京都環境科学研究所における研究等実施要綱
等）

東京都環境科学研究所（財団法人東
京都環境整備公社）において、環境
に係る調査研究を行う。

環境局 28回 都 都 都

Ｄ - 2

地球温暖化・ヒートアイランド対策に関する
事務（カーボンマイナス東京10年プロジェクト
など）
（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
等）

気候変動の危機を回避するために、
低炭素型社会への早期の移行を実現
させていくための地球温暖化・ヒートア
イランド対策に関する積極的な施策を
行う。

環境局 26回 都 都区 是非

Ｄ - 3
環境改善に関する事務（事業者の環境保全
活動への支援、騒音振動対策など）
（環境基本法等）

環境局 26回

1 (1)
事業者の環境保全活動への支援に関する
事務

光化学スモッグを起す原因物質であ
り、また、人体への有害性物質を含む
揮発性有機化合物（ＶＯＣ）に対する
中小企業の排出削減に向けた取組へ
の支援を行う。

都 都区 是非

2 (1) 騒音振動防止対策に関する事務

騒音・振動の課題解決のため、航空
機や鉄道の騒音発生源ごとに測定等
を行い、騒音・振動の低減化要請等
を関係機関に行うなど、騒音振動対
策を総合的に行う。

都 都区 是非

Ｄ - 4

自動車公害対策に関する事務（ディーゼル
車対策融資あっせん、燃料対策、道路沿道
環境対策など）
（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
等）

環境局 26回

1 (1) 自動車交通量対策に関する事務 自動車利用の抑制等の推進を図る。 都 都 都

【環境・廃棄物分野】Ｄ

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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2 (1)
自動車公害発生源対策に関する事務
（ディーゼル車対策等）

ディーゼル車対策等の推進を図る。 都 都区 是非

3 (1)
道路沿道環境対策に関する事務（局地汚染
対策）

局地的高濃度汚染の改善に向けた調
査・検討を行う。

都 都 都

Ｄ - 5 水環境の保全に関する事務
（環境基本法等）

水環境の改善に向けた取組として、
清流復活事業、多摩川水量確保対策
事業を行う。

環境局 28回 都 区 是非

Ｄ - 6 緑地保全策の推進に関する事務
（東京における自然の保護と回復に関する条例等）

自然保護条例に基づく緑地保全地域
の指定、緑化計画書の届出受理、開
発許可等を行う。

環境局 26回 都 都区 是非

Ｄ - 7

生物多様性の確保に関する事務（カラス対
策など）
（東京都における自然の保護と回復に関する条例
等）

生態系のバランスを維持する上で極
めて重要である生物多様性の確保を
図るため、野生動植物の保護や鳥獣
保護等を行う。

環境局 26回 都 都区 是非

Ｄ - 8
廃棄物対策に関する事務（埋立処分場の建
設整備など）
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律等）

埋立処分場の管理運営・整備などを
行う。

環境局 26回 都 都 都

Ｅ - 1
新しい福祉の基盤づくりに関する事務
（地域福祉推進区市町村包括補助事業実施要綱
等）

福祉保健局 26回

1 (1) 新しい福祉の基盤づくりに関する事務

誰もが地域の中で、質の高い福祉
サービスを安心して、自ら選択・利用
できるようにするため、サービスの質・
量を確保するとともに、新しい福祉の
構築を推進する。

都 都区 是非

2 (1)
福祉サービスの利用支援・相談の仕組みづ
くりなどに関する事務

福祉サービスの利用援助、成年後見
制度の利用相談、苦情対応、権利擁
護相談など、福祉サービスの利用者
が地域において自立した生活を送れ
るよう支援する。

都 都 都

Ｅ - 2

民間施設サービス推進費補助、独立行政法
人福祉医療機構借入金利子補助に関する
事務
（東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金
交付要綱等）

民間社会福祉施設サービス推進費補
助、独立行政法人福祉医療機構借入
金利子補助等を行う。

福祉保健局 28回

Ｅ - 3

東京都社会福祉事業団に対する補助に関
する事務
（社会福祉法人東京都社会福祉事業団運営費補助
金要綱等）

社会福祉事業等を行う社会福祉法人
東京都社会福祉事業団に対する補助
を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 4
医学系総合研究所（東京都医学研究機構）
の助成等に関する事務
（医学系総合研究所の助成等に関する条例等）

医学系総合研究所の運営を行う財団
法人東京都医学研究機構に対する助
成等を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 5
福祉サービス第三者評価システムに関する
事務
（社会福祉法等）

東京都福祉サービス評価推進機構を
通じて多様な評価機関の認証、評価
者の育成、共通評価項目の見直し・
改定、評価手法改善のための試行調
査等を行う。

福祉保健局 26回 都 都 都

Ｅ - 6
救急医療の充実に関する事務
（医療保健政策区市町村包括補助事業実施要綱
等）

救急医療事業、小児救急医療対策、
周産期医療体制の充実、災害時医療
体制の整備を行う。

福祉保健局 28回 都 都区 是非

Ｅ - 7

歯科保健対策の推進に関する事務（心身障
害者口腔保健センターの運営など）
（心身障害児施設歯科診療事業運営費補助金交付
要綱等）

歯科保健対策の普及啓発、心身障害
児施設歯科診療事業運営費補助、心
身障害者口腔保健センターの運営を
行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

【福祉・保健分野】Ｅ

対象外
（E-1で検討）

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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Ｅ - 8 地域医療対策に関する事務
（医療法等）

地域における医療サービスの提供体
制の確保を行う。

福祉保健局 26回 都 都区 是非

Ｅ - 9
医療人材対策に関する事務（看護専門学校
の管理運営、開業医小児医療研修など）
（看護師等の人材確保の促進に関する法律等）

福祉保健局 26回

1 (1) 医療人材の確保に関する事務
医師の勤務環境の改善や医療人材
（専門医、看護職員、医療技術者等）
の養成・確保を行う。

都 都 都

2 (1) 都立看護専門学校の運営に関する事務
都内の医療機関等に従事する看護師
を養成するために、看護専門学校の
運営を行う。

都 都 都

Ｅ - 10 老人保健に関する事務
（健康増進法等）

区市町村が実施する保健事業に係る
費用の一部を補助する。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 11
血液の確保に関する事務
（安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法
律等）

医療にとって必要不可欠な安全な血
液製剤を安定的に確保するため、普
及啓発等を行う。

福祉保健局 26回 都 都 都

Ｅ - 12 医療費助成に関する事務
（心身障害者の医療費の助成に関する条例等）

心身障害者等の保健の向上等を図る
ため、医療費の一部を助成する。

福祉保健局 26回 都 区 是非

Ｅ - 13 健康づくりの推進に関する事務
（健康増進法等）

都民の健康づくりの推進に関する事
務を行う。

福祉保健局 26回 都 都 都

Ｅ - 14 低所得者等への援護に関する事務
（生活安定応援事業実施要綱等）

福祉保健局

1 (1)
低所得者等への援護に関する事務（低所得
者対策）

低所得者の安定した生活の確保を図
るため、生活福祉資金の貸付、多重
債務者生活再生事業等を行う。

28回 都 都 都

2 (1)
低所得者等への援護に関する事務（生活保
護）

生活保護法による被保護者に対し
て、本人及び世帯の自立の助長を図
ることを目的に、被保護者の就労や社
会参加を支援する区に対してその経
費を全額補助する。

27回 都 区 是非

3 (1)
低所得者等への援護に関する事務（路上生
活者対策）

路上生活者の自立支援を図るため、
緊急一時保護センター事業、巡回相
談事業、更生施設利用者等自立生活
援助事業等を行う。

28回 都 都 都

Ｅ - 15 福祉のまちづくりの推進に関する事務
（東京都福祉のまちづくり条例等）

高齢者や障害者を含むすべての人
が、安全、安心かつ快適に暮らし、訪
れることができる社会の実現を図るた
め、ユニバーサルデザインの理念に
基づき、建築物や公共交通施設等の
都市施設を円滑に利用できるようバリ
アフリーの基盤整備など、福祉のまち
づくりを推進する。

福祉保健局 27回 都 都区 是非

Ｅ - 16
国民健康保険組合・国民健康保険団体連合
会に対する補助に関する事務
（国民健康保険法等）

国民健康保険組合及び国民健康保
険団体連合会に対し、国民健康保険
事業に要する費用の補助を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 17 地域福祉推進事業補助に関する事務
（地域福祉振興事業補助要綱等）

区市町村が実施する福祉サービス等
の事業に対し、補助を行う。

福祉保健局 28回 都 区 是非

Ｅ - 18 難病対策に関する事務
（難病対策要綱等）

難病患者や家族の負担軽減を図るた
め、医療費の助成（審査、認定を含
む。）を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 19 山谷対策に関する事務
（東京都山谷対策本部設置要綱等）

2区に跨る山谷地域における簡易宿
所の居住者等に対して、雇用の安
定、社会福祉及び保健衛生の向上な
どを図るため、東京都山谷対策本部
に基づき、総合的な山谷対策事業を
推進する。

福祉保健局 27回 都 都 都

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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Ｅ - 20

地域における高齢者の日常生活の支援など
に関する事務
（高齢社会対策区市町村包括補助事業実施要綱
等）

地域における高齢者の日常生活を支
援する。

福祉保健局 27回 都 都区 是非

Ｅ - 21
高齢者の生きがいと社会参加の促進に関す
る事務
（老人クラブ活動等事業実施要綱等）

老人クラブへの助成、シルバーパスの
交付等を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 22
老人福祉施設等の整備・管理運営に関する
事務
（老人福祉法等）

福祉保健局

1 (1) 都立高齢者施設の運営に関する事務
養護老人ホーム、ナーシングホームの
運営を行う。

28回 都 都 都

2 (1) 老人福祉施設等の整備に関する事務
老人福祉施設等の整備を促進するた
め、施設整備費等に要する経費の一
部を補助する。

27回 都 都区 是非

Ｅ - 23
東京都健康長寿医療センターの運営に関す
る事務
（地方独立行政法人法等）

地方独立行政法人東京都健康長寿
医療センターに対する補助等を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 24
認知高齢者の支援などに関する事務
（認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業
実施要綱等）

認知症対策推進事業、若年性認知症
支援モデル事業、高齢者権利擁護推
進事業等を行う。

福祉保健局 28回 都 都区 是非

Ｅ - 25
㈶東京都福祉保健財団の助成に関する事
務
（福祉保健財団運営費補助金交付要綱等）

財団法人東京都福祉保健財団に対
する補助、職員の派遣等を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 26 児童健全育成に関する事務
（東京都児童会館条例等）

東京都児童会館の運営、地区児童館
に対する補助を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 27 保育所等に関する事務
（東京都保育対策等促進事業実施要綱等）

次代を担う子供が健やかに生まれ、
育まれる社会の形成を目指して、様々
な子育て支援策を推進する。

福祉保健局 27回 都 都区 是非

Ｅ - 28 子育て支援に関する事務
（子供家庭支援センター事業実施要綱等）

子育て支援に関する事務を行う。 福祉保健局 27回 都 都区 是非

Ｅ - 29 ひとり親家庭福祉に関する事務
（ひとり親家庭生活支援事業実施要綱等）

ひとり親家庭等電話相談事業、ひとり
親家庭自立促進事業、母子家庭及び
寡婦自立促進講習会の開催等を行
う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 30
障害者（児）施設の整備・管理運営に関する
事務
（障害者自立支援法等）

障害者支援施設の設置・運営を行う。 福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 31 地域での居住の安定の確保に関する事務
（施設整備費補助要綱等）

地域生活支援型入所施設の整備費
の補助、精神障害者退院促進支援事
業等を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 32
障害者の地域生活支援サービスの充実に関
する事務
（地域生活支援事業実施要綱等）

福祉保健局 28回

1 (1)
障害者の相談支援体制の整備に関する事
務

区市町村が行う高次脳機能障害者支
援促進事業に対し、補助を行う。

都 都 都

2 (1)
障害者の地域生活を支えるサービス基盤の
整備に関する事務

中途失聴・難聴者コミュニケーション
事業、障害者ＩＴ支援総合基盤整備事
業、手話通訳者養成事業等を行う。

都 都 都

Ｅ - 33 障害者の経済的基盤の整備に関する事務
（東京都重度心身障害者手当条例等）

障害者の経済的自立を図るため、重
度心身障害者に対する手当を支給す
る。

福祉保健局 27回 都 区 是非

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 事　　業　　概　　要 幹事会

評　　価
所管局

Ｅ - 34

障害者施策推進区市町村包括補助事業に
関する事務
（障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱
等）

区市町村が地域の実情に応じ、創意
工夫を凝らして主体的に実施する障
害者に対する福祉サービスの充実に
資する事業を支援する。

福祉保健局 27回 都 区 是非

Ｅ - 35 障害者の文化活動の促進に関する事務
（東京都障害者福祉会館条例等）

東京都障害者福祉会館の運営、東京
都障害者総合美術展の開催を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 36
障害者のスポーツ・レクリエーション活動の振
興に関する事務
（東京都障害者スポーツセンター条例等）

東京都障害者総合スポーツセンター
の運営、東京都障害者スポーツ大会
の開催等を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 37 障害者の就労の促進に関する事務
（東京都障害者就労支援協議会設置要綱等）

障害者就労支援協議会の運営、雇用
にチャレンジ事業等を行う。

福祉保健局 28回 都 都 都

Ｅ - 38

重症心身障害児（者）の保健医療に関する
事務
（東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業
の実施に関する規則等）

　重症心身障害児（者）の療育体制の
整備に関する事務を行う。

福祉保健局 27回 都 都 都

Ｅ - 39 精神障害者の医療対策に関する事務
（障害者自立支援法等）

精神障害者の医療費の助成や医療
体制の確保を行い、精神障害者に対
する保健・医療サービスを充実する。

福祉保健局 27回 都 都区 是非

Ｅ - 40 精神障害者の地域生活支援に関する事務
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第50条に基づき、精神障害
者社会適応訓練事業を行う。

福祉保健局 28回

Ｅ - 41
健康安全に関する事務
（大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成
に関する条例等）

都民の健康安全に関する事務を行
う。

福祉保健局 27回 都 都 都

Ｆ - 1 中小企業対策に関する事務
（信用保証協会法等）

産業労働局 28回

1 (1) 創業・起業支援、経営支援など
東京の産業活力を向上させるため、
中小企業に対する創業・起業支援、
経営支援、技術支援等を行う。

都 都区 是非

2 (1) 金融支援
中小企業の資金調達の円滑化を図る
ため、制度融資などを行う。

都 都 都

3 (1) その他の中小企業支援

産業交流展の開催、東京都ベン
チャー技術大賞の表彰、中小企業情
報ネットワーク整備、中小企業向け債
券市場の仕組みづくり等を行う。

都 都 都

4 (1) 商店街振興に関する事務

区市町村や商店街の多種多様な取
組を支援することにより、地域経済や
雇用を支える商店街の活性化を図
る。

都 都区 是非

5 (1) 創業支援センターの運営
都が保有する空き庁舎を活用し、創
業者やベンチャー企業に対し、イン
キュベータオフィスとして提供する。

都 都 都

6 (1) 地域中小企業振興センター
地域における中小企業振興の拠点と
して、都内3箇所に設置している地域
中小企業振興センターの運営を行う。

都 都 都

7 (1)
国際展示場、東京国際フォーラムなどの運
営

都内の中小企業が見本市、会議等に
活用できる施設の管理運営を行う㈱
東京国際フォーラム及び㈱東京ビッ
グサイトへの出資等を行う。

都 都 都

8 (1) 試験研究機関

中小企業の抱える技術的課題を支援
するため、試験研究機関を運営する
地方独立行政法人東京都産業技術
研究センターの支援を行う。

都 都 都

対象外
（④-15で検討）

【産業・労働分野】Ｆ

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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都 区 結果
事　務　名 事　　業　　概　　要 幹事会

評　　価
所管局

Ｆ - 2 観光振興に関する事務
（コンベンション開催資金助成事業実施要綱等）

産業労働局 28回

1 (1) 観光プロモーション

東京に広く世界から旅行者を誘致す
るため、観光プロモーション、イベント
の開催、東京観光情報センターの運
営等を行う。

都 都 都

2 (1) 観光まちづくり
広域観光まちづくり支援、水辺の観光
資源化の推進、産業を活かした観光
ルート整備支援を行う。

都 都 都

3 (1) 国際ユースホステル
東京国際ホステル施設を民間事業者
に貸し付ける。

都 都 都

4 (1) 都市観光支援事業
東京における観光産業の振興を図る
ため、財団法人東京観光財団の支援
を行う。

都 都 都

Ｆ - 3 農業の振興に関する事務
（魅力ある都市農業育成対策事業実施要綱等）

高い意欲と戦略的な経営マインドを有
する農業者に対し、施設整備等への
支援を行い、都市の有利性を活かし
た農業経営力を強化する。

産業労働局 28回 都 区 是非

Ｆ - 4
（財）しごと財団に対する助成、しごとセン
ターの運営に関する事務
（東京都しごとセンター条例等）

財団法人東京しごと財団が実施する
事業に要する経費の補助、東京都し
ごとセンターの運営を行う。

産業労働局 28回 都 都 都

Ｆ - 5
若年労働者・高齢者の就業対策に関する事
務（シルバー人材センター補助など）
（雇用対策法等）

若者ジョブサポーターの組織化などに
より若年者の就業を支援するととも
に、はつらつ高齢者就業機会創出支
援事業などにより高齢者の就業を支
援する。

産業労働局 28回 都 都区 是非

Ｆ - 6
技能振興に関する事務（東京都職業能力開
発協会の助成など）
（技能向上対策費補助金交付要綱等）

東京都職業能力開発協会への助成、
東京都優秀技能者（東京マイスター）
の表彰等を行う。

産業労働局 28回 都 都 都

Ｆ - 7
労働知識の普及・啓発に関する事務（労働
教育、資料・情報の提供など）
（東京都労働相談情報センター設置条例等）

労働セミナーの実施などにより、労働
知識の普及・啓発を行う。

産業労働局 28回 都 都 都

Ｆ - 8 勤労者福祉対策に関する事務
（勤労者福祉支援事業補助金交付要綱等）

産業労働局 28回

1 (1) 勤労者福祉支援事業など

中小企業で働く人々や家内労働者等
の福祉向上を図るため、財団法人東
京都中小企業振興公社が実施する事
業に対する補助を行う。

都 都 都

2 (1) 中小企業従業員融資、家内労働対策

中小企業の従業員等を対象に、生活
資金並びに妊娠中、子育て期間中ま
たは介護休業期間に要する資金を、
中央労働金庫等を通じて融資するほ
か、家内労働法の普及啓発、家内労
働の衛生環境改善に対する助成等を
行う。

都 都 都

Ｇ - 1 中高一貫教育校に関する事務
（東京都立学校設置条例等）

中高一貫教育校（都立高等学校・附
属中学校、中等教育学校）の設置、
運営及び廃止に関する事務を行う。

教育庁 28回 都 都 都

Ｇ - 2 社会教育に関する事務
（東京都社会教育指導員設置等に関する規則等）

教育庁 28回

1 (1) 埋蔵文化財調査センター
埋蔵文化財の調査研究、展示等を行
う埋蔵文化財調査センターの管理運
営を行う。

都 都 都

【教育分野】Ｇ

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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事　務　名 事　　業　　概　　要 幹事会

評　　価
所管局

2 (1) 社会教育施設管理
都立図書館、ユースプラザの管理運
営を行う。

都 都 都

3 (1) 社会教育推進事業
地域教育推進ネットワーク東京都協
議会の運営、放課後子供教室推進事
業費等補助等を行う。

都 都 都

4 (1) 文化財保護事業
東京文化財ウィークの実施、文化財
の保存助成等を行う。

都 都 都

Ｇ - 3 学校保健給食に関する事務
（学校給食法等）

学校保健や学校給食に関して、区市
町村に対する指導、助言等を行う。

教育庁 28回 都 都 都

Ｇ - 4 高等学校の整備・運営などに関する事務
（地方教育行政の組織及び運営に関する法律等）

高等学校の設置、運営、施設の管理
保全等に関する事務を行う。

教育庁 28回 都 都 都

Ｇ - 5
学校教育指導に関する事務（スクールカウン
セラーの配置、語学教育の充実など）
（東京教師養成塾事業実施要綱等）

教育庁 28回

1 (1) 学校教育に関する事務
学校教育の充実に向けた様々な事業
を行う。

都 都区 是非

2 (1) 人材育成に関する事務
将来を担う若者や質の高い教員の養
成を図る事業を行う。

都 都区 是非

Ｇ - 6 高等専門学校の運営などに関する事務
（学校教育法等）

都立産業技術高等専門学校を設置・
運営する公立大学法人首都大学東
京の支援を行う。

総務局 28回 対象外
（A-8で検討）

(注）「結果」欄の「是非」は「都区の役割の見直しの是非を引き続き検討」と方向性を整理したもの
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